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診断士会論文集 令和３年 

 

まえがき 

 

一般社団法人岡山県中小企業診断士会では、会員の中小企業支援の実践事例や調査

研究成果を発表する場として『診断士会論文集』を毎年発刊しています。  

今回は“21 世紀の企業戦略～不確実性の時代を生き抜く 14 の戦略思考～”をテー

マに、SDGｓ、健康経営、事業承継等の経営戦略、災害復旧、事業再構築、中小企業支

援機関の在り方等の中小企業支援、人材育成、マーケティング等の中小企業支援の具

体的実践事例といった多様な視点から論文集としてまとめることできました。執筆い

ただいた皆様には心より御礼申し上げます。  

近年を振り返りますと、リーマンショック、東日本大震災、西日本豪雨災害、現在

のコロナ禍、少子高齢化の進展、AI、DX、ダイバーシティ、SDGｓなど中小企業を取り

巻く社会・経営環境は大きく変化し、不確実性の中で生き抜くための経営戦略の重要

性が極めて高まっています。 

このような中で、中小企業診断士は中小企業経営の羅針盤として、今後一層期待さ

れるとともに、その期待を裏切ることなく、中小企業支援の実践者として活動してい

く必要があります。 

また、不確実性の時代であるからこそ、新市場、新商品サービスや新技術等が生ま

れるチャンスでもあります。社会や経済環境変化を正しく読み取り、最適と思われる

経営のあり方について診断・助言していくことが私たちに期待されている役割です。 

中小企業からの期待に応えるにあたって、本論文集の中にはそのヒントとなるもの

が多く含まれています。ぜひご一読いただければと思います。  

最後になりましたが、本論文集の作成にあたりご尽力いただいた担当者の方々と事

務局に心から感謝いたします。 

 

令和３年８月 

一般社団法人 岡山県中小企業診断士会 

会 長  松 本 直 也
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１．はじめに 

 

 筆者は企業内診断士であり、本業に加えて

SDGs 推進委員の役割を担っている。 SDGs

（Sustainable Development Goals）とは、2001

年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の

後継として、2015 年 9 月の国連サミットで加

盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発

のための 2030アジェンダ」に記載された、2030

年までに持続可能でよりよい世界を目指す国

際目標である。17 のゴールと 169 のターゲッ

トから構成され、地球上の「誰一人取り残さな

い」ことを誓っている。  

日々の SDGs 推進活動を通じて中小・小規模

事業者と SDGs の取組について会話をする中で、

考え方が以下 3分類される事に気がついた、①

当社には無関係である、②取組の必要性は理解

するが利益追求とは相反するものである、③新

規事業の立ち上げに活用していく。  

こうした経営者の考え方の違いを知り、本業を

通じた SDGs への貢献は、事業継続や新規事業

創出による事業拡大に極めて重要な意味を持

ち、経営戦略立案に大きな影響を与えるのでは

ないかと考えるようになった。 

SDGs の崇高な理念に対して確信的な意見、

懐疑的な意見がある事は承知しているが、国際

的な圧力・注目が高まる中、中小・小規模事業

者においても SDGs の理解、経営戦略への取り

込み、すなわちサステナビリティ経営の推進が、

今後の事業継続において重要であると考える

に至った。 

 

２．概要 

 

 サステナビリティ経営の定義について「環

境・社会・経済の持続可能性への配慮により、

事業のサステナビリティ（持続可能性）向上を

図る経営」と筆者は理解している。昨今サステ

ナビリティ経営実現に向けた SDGs への取り組

みは大企業を中心に盛んに行われているもの

の、中小・小規模事業者による取り組みは過渡

期であり、診断士の新たな提言領域であると感

じている。 

そこでサステナビリティ経営研究会を立ち

上げ「中小・小規模事業者でも取り組める SDGs

を活用した事業戦略（仮）」をテーマに、県内

事業者の取組事例研究を通じて、診断士の助

言・提言力の向上を目的に活動を行う。テーマ

に興味をお持ち頂けた方には研究会へのご参

加を頂きたいと考えている。 

 

 

 

サステナビリティ経営研究会へのお誘い 

 

 中小企業診断士  石井 正樹 
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３．企業と SDGs 

 

SDGsは、テレビ・新聞・雑誌・webなどのあ

らゆるメディアで連日取り上げられ、目にしな

い日は無いほど急速に認知率を高めている。こ

れは MDGsでの反省を活かし、「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」内で民間企業への

期待と参加呼びかけが行われた事が一因であ

ると考えている。 

 17 のゴールと 169 のターゲットは世界共

通の課題であり克服すべき目標ではあるもの

の、克服に向けた道筋は示されていない。この

示されていない道筋こそがビジネスチャンス

であり、年間 1,200兆円の市場が眠っていると

試算されている。課題解決に繋がる新商品・サ

ービスを作り出す事が出来れば、新規事業創出

による事業拡大が実現すると考えている。 

 ここからは、国内の SDGs 認知率の変化と

企業における推進上の課題を見ていく。 

 

３－１ 認知率の変化 

 

 国内の SDGs 認知率に目を向けると、全世代

における認知率は 54.2%となっている。これは

前年度ほぼ倍増の認知率になっており、経年比

較をしても近年認知率が急速に高まっている

ことが分かる。 

（図表 3-1 SDGs全世代認知率） 

 

一方、（一社）日本能率協会が実施した 2020

年度（第 41 回）当面する企業経営課題に関す

る調査によると、企業経営者の SDGs 認知率は

88.4%と全世代認知率を大きく上回っている。 

（図表 3-2 SDGs経営者認知率） 

 

更に、企業規模別の認知率を比較すると、中

小企業経営者では 76.5%の認知率にとどまる

が、大企業経営者の認知率は 96.6%と大きな開

きがあり、SDGs は大企業だけが取り組むもの

という考え方の中小企業経営者が多いのでは

ないかと推察している。 

 

（図表 3-3 企業規模別 SDGs 経営者認知率） 

 

認知率の高まりを受けて、61.7%の経営者が

具体的な活動を行っていると回答しているも

のの、企業規模別の比較では、大企業での活動

実施は 88.5%、中小企業では 39.3%と大きな差

があり、中小企業では、知っているけれども行

動に起こせない状況にある。行動を促しビジネ

スチャンスを得る助言・提言が診断士に求めら

れていると考えている。 

 

（図表 3-4 企業規模別 SDGs 取組状況） 

 

３－２ 推進上の課題 

 

先に提示した、（一社）日本能率協会 2020年

度（第 41 回）当面する企業経営課題に関する
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調査によって SDGs に関する取組を行っている

と回答した 61.7%（328 社）では、取組を進め

る上の課題を以下のように回答している。 

（図表 3-5 SDGs推進上の課題） 

 

課題認識上位 4項目は、多い順に「自社の取

組に対する社員の認知度向上」「取組について

の具体的な目標・KPIの設定」「社内推進体制の

構築」「戦略との統合やマネジメントシステム

への実装」となっており、回答した 328社の大

部分が経営資源豊富な大企業であると想定す

ると、中小・小規模事業者における SDGs への

取り組み、すなわちサステナビリティ経営の実

践は難易度の高い取組であることが推察され

る。 

 

４．サステナビリティ経営推進のために 

 

2020 年 1 月の新春フォーラムにて、JICA 

SDGs パートナーにも認定されている大紀産業

㈱様のご講演を聴講した。本業を通じた社会貢

献をグローバルレベルで実践し、業績 V字回復

及び大躍進されたお話に胸が高鳴った。その裏

に診断士の知見が生かされている事を知り、筆

者は直接携わっていないにも関わらず誇らし

い気持ちになった。 

ここからは筆者も暮らす岡山県の状況につ

いて見ていく。（一社）岡山経済同友会の調査

によると、会員企業の SDGs名称認知率は 97.1%

（2019年 4月時点）で、（一社）日本能率協会

が実施した認知率調査（図表 3-1）の同期比で

20.2p上回っており、全国的に見ても県内経営

者の名称認知度は高い状況にあるのではない

かと言える。 

 

（図表 4-1 SDGs名称認知率） 

 

この名称認知率を会員企業の資本金別で比

較すると、1 億円以上の会員では 97.6%、1 億

円未満の会員でも 96.7%と大きな開きはない。 

ただし、資本金 1億円未満の会員に「SDGsの

印象」について行ったアンケート結果では「何

から取り組んでいいかわからない」との回答が

41.8%で最多となり、名前は知っているが、一

歩を踏み出せない状況にあると想定している。 

 

（図表 4-2 SDGs の印象 資本金 1 億円未

満会員） 

 

更に、資本金 1億円未満の会員への「SDGs推

進の後押しになると思われる有効な支援策」の

アンケート結果では、「SDGs 関連のセミナー・

シンポジウムの開催（SDGs の理解、先進事例の

発信等）」が最多の 42.9%となり、「SDGsを活用

したビジネスのノウハウ・プロセス等の習得」

が次点の 41.8%となっている。 
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（図表 4-3 SDGs 推進の後押しになると思わ

れる有効な支援策 資本金 1億円未満会員） 

 

これは、サステナビリティ経営研究会の研究

テーマである「中小・小規模事業者でも取り組

める SDGsを活用した事業戦略（仮）」の取りま

とめが、「SDGs を活用したビジネスのノウハ

ウ・プロセス等の習得」を求める県内事業者に

対して大いに貢献できるものになると考えて

おり、同時に研究会活動を通じた診断士の助

言・提言力の向上は、診断士会全体の底上げに

も貢献できるものになると考えている。 

 

５．おわりに 

 

本当に拙い文章をお読みいただきありがと

うございます。「サステナビリティ経営」「SDGs」

というキーワードに対して聞き馴染がない、と

っつきにくい向きはあるものの、わが国で古く

から言われている「近江商人の三方よし」、「渋

沢栄一の道徳経済合一説」と根本は同じであり、

繁盛する商売の鉄則、企業経営における原則で

あると理解している。 

筆者は実務経験のない新米診断士です。研究

会活動へ多くの方々にご参画頂き共に知見を

深め合いながら、中小・小規模事業者への価値

提供を果たしていきたい。サステナビリティ経

営研究会へのご参加をお待ちしています 

 

著者紹介 

 

氏 名：石井 正樹 

略 歴：1995 年：大学卒業後、岡山リコー㈱
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法人営業・事業戦略・経営管理部門を
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2020年：中小企業診断士登録。 

専 門 SDGs、IT化 

 

 

 

  



- 5 - 

 

 

目  次 

 

１．概要 

２．はじめに 

３．経験価値マーケティングへの注目 

４．地場産水産物のマーケティング例 

５．地場産食材の魅力再考 

６．おわりに 

 

１．概要 

 

 本論では、地場産食材を活用する際のマーケ

ティング手法について考察する。「経験価値」

を主眼としたマーケティングを提示し、地場産

食材の本質的な魅力について再考する。 

 

２．はじめに 

 

 地域で生産されたものをその地域で消費す

ることは地産地消と呼ばれ、1990 年代後半以

降に普及・定着してきたと言われる（櫻井

2004）。今日では、スーパーでは地元産の農産

物コーナーがあり、飲食店でも身近な地域で生

産された農産物や水産物をウリにする店が多

く見られるようになった。 

 地場産の食材は、比較的小規模な事業者でも

戦略の柱として取り入れやすい。なぜなら、地

場産食材は、消費者にとって「安全、安心」「新

鮮」「美味しい」といった良いイメージがあり

（e.g. 大西・田中 2020；農林水産省 2013）、

地域外の事業者より調達面で優位を得やすく

ユニークな品揃えが可能だからだ。 

ところが、実際に地場産食材を活用した新事

業を試みても他社と差別化するのは容易では

ない。スーパーでは、全国の新鮮な農畜水産物

が並び、輸入食材の品質も向上している。デパ

ートや飲食店では〇〇地鶏、〇〇マダイなど有

名産地の地域ブランドも多数見られるように

なった。「安全、安心」「新鮮」「美味しい」は

地場産食材でなくても、すでに消費者の周りに

溢れている。事業者が地場産食材の活用を戦略

の柱にするのであれば、消費者にどのような価

値を提供するかを明確にしたマーケティング

を行う必要がある。 

そこで本論では、事業者が地場産食材を活用

する際に、どのようなマーケティングをすべき

かを考えてみたい。「安全、安心」「新鮮」「美

味しい」といった機能・便益ではなく、「経験

価値」を主眼としたマーケティングを提示する。 

なお、ここでは、主に県内を商圏とする事業

者が、県内で生産された農畜水産物（地場産食

材）及びそれを活用した商品を販売するケース

を想定する。そして、事業者とは小売業のほか、

消費者に直売を試みる卸売業及び生産者を指

す。 

 

３．経験価値マーケティングへの注目 

 

３－１ 既往研究の参照 

 

 ここでは、マーケティングに関する既往研究

 

 

経験価値に着目した地場産食材のマーケティング 

 

 中小企業診断士  石黒 貴裕 
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を参照し、地場産食材を活用する際に踏まえる

べき点を抽出する。 

 一般的に、製品やサービスにおける本質的部

分で差別が困難となり、どのブランドをとりあ

げても顧客側からするとほとんど違いを見い

だせない状況を「コモディティ化」という 。 

 製品やサービスがコモディティ化すると、そ

れらの価値が、価格という最も可視性の高い次

元に収れんするため、価格競争が激化し消耗戦

に陥ってしまう。コモディティ化を回避するに

は、見えない次元での差別化を構築することが

重要である（楠木・阿久津 2006）。 

このようなコモディティ化した市場への参

入に対し、恩蔵（2007）は、「知覚差異」と既

存製品・サービスの「カテゴリー差異」の２軸

をもとに、「経験価値戦略」「品質価値戦略」「カ

テゴリー戦略」「独自（先発）戦略」の４つの

方向性を挙げている（図表１）。ここで、「知覚

差異」とは、顧客が当該新製品に接したときに

パフォーマンスの違いを認識できる水準を、

「カテゴリー差異」とは、既存の製品カテゴリ

ーとの比較した場合に違いを認識できる水準

を指す。 

 

 

このうち、知覚差異が小さく、既存カテゴリ

ーとの違いも小さいような新商品では経験価

値戦略を採用すべきとしている。経験価値戦略

とは、Schmitt（1999）が提唱した経験価値マ

ーケティングのことを指している。 

Schmittは、従来のマーケティングが、便益

や機能に焦点を絞りすぎている点を批判して

いる。そして、顧客は感情や直感、衝動で動く

購買者であるとし、５感や感情に訴える価値に

焦点を当てた「経験価値マーケティング」を提

唱している（Schmitt 1999 p37-53）。 

 経験価値マーケティングとは、顧客が商品や

サービスによって、価値のある経験（実際に肌

で何かを感じたり、感動したりするなど）をす

るように、マーケターが様々な刺激を顧客に提

供するものである。思惑どおり顧客が商品やサ

ービスによって価値のある経験ができれば、顧

客はその商品やサービスに対しポジティブな

感情を持つのである。 

経験価値マーケティングによって成功を収

めた例として、恩蔵(2007）では、サントリー

の緑茶飲料「伊右衛門」や「スターバックス」

を挙げている。「伊右衛門」では、京都の老舗

茶葉屋「福寿園」や初代店主の名「伊右衛門」

といった物語や歴史を前面に出した。またパッ

ケージや形を、竹をイメージした作りとし、手

にもった瞬間に老舗や京都を連想させた。この

ように、消費者の感情や感覚に訴えるマーケテ

ィング手法を展開した結果、ブランドの差別化

に成功したとされる。 

 

３－２ 踏まえるべき点 

 

 消費者が日々、野菜や肉、魚介類等を購入す

るスーパーでは、日々、安売りのチラシを配布

し、他社より１円でも安いことをＰＲしている。

すなわち、野菜や肉、魚介類等がコモディティ

化しており、価値が品質や品揃え等で差別化で

きず、価格のみで競争せざるを得ない状況とい

える。こうした中、「新鮮、安心、美味しい」

といった機能・便益面において、消費者が明確

に知覚できるほどの差別化は難しい。 

 したがって、地場産食材においては、経験価

値を主眼としたマーケティングを採用するの

が有効と考えられる。経験価値は可視性の低い

図表 1  コモディティ化市場の参入戦略 

出所：恩蔵（2007）p.41 をもとに筆者作成 
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次元であり、価格競争に巻き込まれにくい。 

 

４．地場産水産物のマーケティング例 

 

ここでは、地場産水産物を題材にして、機能

や便益を主眼とした従来のマーケティングを

紹介したのち、経験価値マーケティングの例を

示す。 

 

４－１ 従来のマーケティング（地域ブランド） 

 

 水産物市場では、消費者の魚離れや人口減少

等により市場が成熟化する中、いかにして、非

価格競争を展開するかが課題とされている。そ

うした中、婁ほか（2010）が「鮮度保持や規格

化など品質競争を中心としたブランド力の向

上が究極の手段」と主張するように、全国各地

で地域の水産物のブランド化が取り組まれた。

その中で代表的な 2例を紹介する。 

 

・大分県漁業協同組合佐賀関支店による「関

さば」「関あじ」 

 

「豊与海峡」「速吸の瀬戸」といった海流の

早い海域において、「一本釣り」によって丁寧

に漁獲され、徹底された品質管理のもと出荷さ

れたマサバ・マアジのみを「関さば」「関あじ」

としてブランド化。 

 

・明石浦漁業協同組合等による「明石鯛」 

 

良質なマダイが漁獲される明石海峡近隣で

漁獲されたマダイに限定して「明石鯛」の商標

タグを付け、中でも 1kg以上の明石鯛には「特

選」を表示。 

 

これらは、実際に魚価向上につながったほか、

飲食店や観光においても集客の目玉になった

ため、地域経済全体に貢献した有数の成功例と

されている（婁ほか 2010）。そして、これらの

成功例に追随する形で、全国各地でブランド化

が取り組まれるようになった。 

 さて、こうした事例をもとに、地場産水産物

のマーケティングについて考えてみる。これら

のブランド化は、恩蔵（2007）でいう「品質価

値戦略」に該当する。後発の商品がこの戦略を

採用する場合は、先発の商品よりも圧倒的に品

質に優れ、かつ消費者にその差が明確に知覚さ

れなければならない。 

 例えば、生産者（漁業者・漁協）や卸売業者

が、自ら取り扱う魚介類に対して、特別に鮮度

保持や規格化を施し、ブランド化を試みたとし

よう。既にブランド化されている全国の多数の

ブランドに対し品質面で明確な差をつけられ

るだろうか。できたとして、その差を消費者が

感じ取れるだろうか。 

 楠木・阿久津（2006）の視点から見れば、鮮

度や規格による品質は可視性の高い次元であ

る。この次元で差別化を図っても、いずれは消

費者が明確に知覚できるほどの差を見いだせ

なくなる。結局、コモディティ化に陥ってしま

う可能性が高い。 

 

４－２ 経験価値マーケティング 

 

 経験価値マーケティングは、機能や便益では

なく、地場産水産物が消費者に与える感覚的・

感情的な経験に焦点を当てる。 

 まず、地場産水産物の使用状況を設定する。

すなわち、消費者が、地場産水産物によって価

値ある経験をするためには、どのような状況が

望ましいのかを検討する。 

筆者がまず思いつくのは、家族が揃って食事

をする。その料理には季節感があふれる。その

日の料理人が食材や調理法についてこだわり

を語る。食べた感想について会話が弾むといっ

た状況である。その理想の食卓風景の立役者に

地場産水産物がなれば、消費者は地場産水産物
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に対してポジティブな印象をもつことが期待

される。 

次に、このような状況を作りだすための施策

を検討する。例えば、売り場や商品パッケージ

に、地場産水産物を使った料理を取り囲んだ、

理想の食卓の写真を掲載し、消費者がその食卓

風景を直感的にイメージできるようにする。子

供が料理の手伝いをしたくなるように、簡単な

さばき方を掲載する。食事中の会話のネタとな

るような雑学（うんちく）、生産者の人物像や

エピソード等の情報を提供する。商品に QR コ

ードを貼付し、そこから漁業の様子や漁業者の

メッセージ等の動画を見られるようにする。な

どが考えられる。 

参考に、経験価値に着目したと思われる、味

の素株式会社「Cook DoⓇ」のプロモーション

を紹介する。 

 

「Cook DoⓇ」回鍋肉用夜風編  

 

「回鍋肉の日は家族みんな無心で、熱々の回

鍋肉を次々口に運びます。ガツガツ食べると身

も心も熱くなり、シャツを脱ぎ捨てる竹内さん。

食卓の熱気は最高潮になります。すると浜辺さ

んが窓をあけ、夜風が食卓に吹き抜けクールダ

ウン。そんなひとときのブレイクタイムが終わ

ると、再び家族みんなで一心不乱に回鍋肉を食

べ続けるのでした」 

（https://www.ajinomoto.co.jp/cookdo/tvcm/） 

 

 この CMでは、「美味しい」「簡単」など機能・

便益に関する記述は一切ない。それでも美味し

さは十分伝わる上、それ以上に、食事の楽しさ

を直感的にイメージできるだろう。 

 なお、ここでは、家庭の食卓での会話が弾む

状況を想定したが、１人や夫婦２人で静かな食

事を楽しむ状況を想定する場合もありうるだ

ろう。 

鈴木(2015)は、使用状況によって、商品にポ

ジティブな影響を与える場合と、与えない場合

があり、商品による消費体験をより深く、より

意味づけしやすい使用状況を設定することを

指摘している。 

使用状況を設定する際は、ターゲットとする

消費者のライフスタイルや価値観とった側面

や消費者が自社に対してどのようなイメージ

を持っているかに注目するのが良い。 

 

５．地場産食材の魅力再考 

  

 地場産食材を経験価値といった視点でみる

と、食材そのものの品質だけでなく、食材に付

随する「情報」がいかに重要なのかがわかる。

そして、地場産食材には、消費者の感覚・感情

に訴えるネタが、豊富に存在するのである。 

地場産食材の産地は、消費者にとってなじみ

があり、実際に行ったことがある地域の場合も

あるだろう。また、生産者の声を聴けば、こて

こての岡山弁。一見ぶっきらぼうだけど、人情

味あふれた人間性。農村・漁村に伝わるご当地

の調理法なども存在する。  

これらの情報は、地場産食材特有であり、他

産地食材に模倣されるものではない。また、地

場産食材ごとに、その背景となる情報が存在す

るため、地場産食材同士で競合するものでもな

い。 

 すなわち、地場産食材の本質的な魅力とは、

「安全、安心」「新鮮」「美味しい」ではなく、

会話が弾み、家族・友人と共感できるネタ（情

報）ではないだろうか。そして、これらを消費

者にうまく伝えることができれば、経験価値の

源泉になるのである。 

 

６．おわりに 

  

 本論では、地場産食材に対して、消費者の感

覚・感情に訴える経験価値マーケティングが有

効であり、経験価値に訴える食材に関する情報
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こそが、地場産食材の本質的な魅力であること

を論じた。 

 ここで、品質面の差別化はコモディティ化し

やすいとしたが、品質を追求すること自体を否

定するものではない。経験価値を訴求する前提

として、食材や商品の品質がある程度優れてい

ることは必要である。問題なのは、機能や便益

の内容をそのまま消費者に伝えると、自らの商

品・サービスを、自ら誉めたたえるものになり

がちであり、消費者の「心」に響かないのであ

る。食材がもつ情報を、どのような伝え方をす

れば、消費者の心に響くのかをよく検討するこ

とが大事である。 

 そして、事業者はよりよい品質の食材を仕入

れることに注力するだけでなく、産地や生産者

にも目を向け、消費者の心に響く情報を集める

ことが、競争力強化のために必要である。 
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１．はじめに 

 

平成 30 年 6 月 28 日から 7 月 8 日にわたっ

て発生した平成 30 年 7 月豪雨は西日本を中心

に甚大な被害をもたらした。そして、その復興

の費用を補助する『グループ補助金』を受ける

ためには、複数事業者がグループを形成して共

同事業を行う必要があった。 

岡山商工会議所においても『岡山商工会議所 

復興グループ』を形成し、グループリーダーと

して共同事業に取り組んだ。令和 3年 3月末に

共同事業が完了したので、その取り組みについ

て紹介したいと思う。 

 

2．平成 30年 7月豪雨について 

 

 まずは平成 30 年 7 月豪雨の概要についてに

ついて整理したい。気象庁の資料によると、以

下のとおり。 

 

 

 

6 月 28 日以降、前線や台風第 7 号の影響

により、日本付近に温かく非常に湿った空気

が供給され続け、西日本を中心に全国的に広

い範囲で記録的な大雨となった。 

これらの影響で、河川の氾濫、浸水害、土

砂災害等が発生し、死者・行方不明者が多数

となる甚大な災害となった。また、全国各地

で断水や電話の不通等ライフラインに被害

が発生したほか、鉄道の運休等の交通障害が

発生した。 

 

 

 岡山市においては岡山北商工会地区の東区

平島周辺が砂川の堤防決壊により最も大きな

被害を受けた。岡山商工会議所管内では用水の

オーバーフローにより西部エリア（今保・花尻・

白石）、東部エリア（牟佐・玉柏）で浸水被害

があった。 

 

 

3．岡山商工会議所復興グループについて 

 

3－１ グループ補助金について 

 

 グループ補助金とは、平成 30 年 7 月豪雨に

より被害を受けた中小企業者等がグループを

形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定

を受けた場合に、そのグループに参加する事業

者が行う施設復旧等の費用の一部を支援する

制度である。 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨に係るグループ補助金の共同事業について 

 

 中小企業診断士  枝 純一郎 
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補助上限額は 15 億円、補助率は中小企業者

等は 3/4補助、中堅企業は 1/2補助となってい

る。 

 

3－2 グループの概要について 

 

 岡山商工会議所が代表を務めるグループの

概要は以下の通り。 

 

グループ名 岡山商工会議所 復興
グループ（地域生活・
産業基盤型） 

グループ構成員数 26者 

補助金申請予定額 10億 1,239万円 

補助金支給総額 5億 9,064万円 

交付申請企業数 25者 

交付決定企業数 25者 

 

3－3 グループの共同事業について 

 

 岡山商工会議所が代表を務めるグループの

共同事業は以下の通り。 

 

①BCP研修 

②各社 BCP作成 

③意見交換会（1回目） 

④意見交換会（2回目） 

⑤岡山市地域事業者防災マニュアル作成 

 

 次頁にて事業の詳細を説明していく。 

 

4．共同事業の詳細について 

 

4－1  BCP研修について 

 

平成 31年 2 月 12 日（火）13：30～16：30、

岡山商工会議所 1階大会議室にて「事業継続

計画（BCP）作成セミナー」を開催した。講師

に東京海上日動リスクコンサルティング㈱ 

ビジネスリスク本部長 亀崎 洋 氏を招聘

し、「水災の概念と企業としての対策」「災害発

生時の初動対応のポイント」「BCP の概念と策

定の流れ」について説明を受けた。セミナー終

了後には参加者同士の交流会を行った。参加人

数は 23社 20人。（図 4-1）。 

 

 

 

（図 4-1 BCP作成セミナー） 

 

4－2  各社 BCP作成 

 

 東京海上日動火災保険が作成したフォーマ

ット（図 4-2）を使用して、各社の BCPの作成

を行った。自社で対応できない構成員について

は、中小企業診断士や経営コンサルタント等を

無料で派遣したり、岡山商工会議所の経営指導

員が作成支援を行った。（図 4-3） 

令和 3年 2 月末までに全構成員 26 者すべて

が作成完了した。 

 

 

（図 4-2 東京海上のフォーマット） 
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（図 4-3 経営指導員による作成支援） 

 

4－3  意見交換会（1回目） 

 

令和元年 11 月 18 日（月）13：30～16：30、

岡山商工会議所 4階 404会議室にて「事業者の

ための岡山市地域防災マニュアル作成に係る

意見交換会」を開催した。まず、岡山市 危機

管理室 副主幹 黒川 隆一 氏から「岡山市

地域ハザードマップについて」説明があった。

（図 4-4） 

続いて、参加者を 2つのグループに分け、中

小企業診断士 大月 義明 氏及び経営コン

サルタント 砂川 治彦 氏がファシリテー

ターとなって「マニュアル作成のためのグルー

プワーク」を実施した。（図 4-5） 

最後に、「グループ成果発表」として、各グ

ループ代表による成果発表を行った。セミナー

終了後には参加者同士の交流会を行った。参加

人数は 27社 23人。 

 

 

（図 4-4 岡山市危機管理室の説明） 

 

（図 4-5 グループワーク） 

 

4－4  意見交換会（2回目） 

 

令和 2年 11 月 16 日（月）13：30～16：00、

岡山商工会議所 4階 405会議室にて「事業者の

ための岡山市地域防災マニュアル作成に係る

意見交換会」を開催した。まず、㈱アルマ経営

研究所 吉田 昌弘 氏から「新型コロナウイ

ルスの BCPへの取り組み方」について講演があ

った。（図 4-6） 

続いて、意見交換会を岡山商工会議所事務局

の司会進行にて実施、吉田氏もアドバイザーと

して参加した。昨年の意見交換会で出された意

見をまとめた「岡山市地域事業者防災マニュア

ル（素案）」に対して、参加者から追加・修正

等の意見を出していただいた後、拍手を持って

承認を受けた。（図 4-7） 

セミナー終了後の交流会は新型コロナウイ

ルス感染防止のため中止し、代わりとして最新

の構成員名簿を配布し、構成員同士の連携を促

した。参加人数は 26社 23 人。 

 

 

（図 4-6 セミナー） 
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（図 4-7 意見交換会） 

 

4－5  岡山市地域事業者防災マニュアル作

成 

 

2 回にわたって開催した意見交換会で出さ

れた意見を元に作成を行い、令和 3 年 1 月 29

日に完成した。（図 4-8） 

完成したマニュアルは各構成員に配布する

とともに、岡山商工会議所ホームページに掲載

して広報した。 

 

 

 

 

 
 

（図 4-8 岡山市地域事業者防災ﾏﾆｭｱﾙ） 

 

岡山市地域事業者防災マニュアル（全 13 ペ

ージ）については以下の URL から閲覧可能。 

 

https://www.okayama-cci.or.jp/wp-

content/uploads/2021/02/bosai2021.pdf 
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5．おわりに 

 

 平成 30 年 7月豪雨災害から 3年が経過し、

さらに昨今のコロナショックにより、豪雨災害

の記憶はかなり薄れてしまったように感じて

いる。しかし、同様の豪雨災害はいつでも起こ

りうる可能性があるので、今後も対策を行って

いく必要があると思われる。今回の共同事業で

作成した『岡山市地域事業者防災マニュアル』

は、実際に被害を受けた事業者の実体験をまと

めたもので、地域の事業者の防災について、非

常に役立つものだと考えている。このマニュア

ルが豪雨災害対策の一助になるようにと願う。 

 

著者紹介 

 

氏 名：枝 純一郎 

現 職：岡山商工会議所 

中小企業支援部 次長 

専門指導センター センター長 

略 歴：平成 12年 

    大阪市立大学 経済学部 卒業 

    郵便局などを経て、 

    平成 18年 岡山商工会議所入所 

    平成 22年 中小企業診断士登録 

    平成 23年 岡山県支部更新研修 

    にて講師を務める。テーマは『中 

    小企業におけるソーシャルメディア

活用法』 

    平成 27年 岡山県中小企業診断士会    

運営委員に就任 

   平成 29年 岡山県中小企業診断士会   
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１．はじめに 

 

私は中小企業診断士として 2021 年 4 月に登

録したばかりであるが、地域金融機関へ 10 年

勤務（うち渉外係 7年）と商工会議所に 7年勤

務し様々な業種の事業者の経営支援を行なっ

てきた。その中で未熟ではあるが私なりに経営

支援とは何かという方向性が徐々に見えつつ

ある。中小企業支援の在り方について考察し、

それに基づく新たな制度の提案も行いたい。 

 

２．商工会議所の凄さ 

 

まずは商工会議所での経営支援業務につい

て説明したい。商工会議所へは会員・非会員問

わず様々な事業者から日々相談が持ち込まれ

る。直接来所して相談される方もいれば、経営

指導員が事業者と日頃のコミュニケーション

の中でニーズを掴み、その後の提案に生かし実

際の支援に繋がるケースも多い。近年では事業

者と関わるケースが多いのが商工会・商工会議

所の助言を受けながら経営計画を作成する「小

規模事業者持続化補助金」（以下、持続化補助

金）の計画策定支援である。   

次にマル経融資の推薦、各種補助金申請支援

などが多く、創業支援や事業承継支援などもあ

る。ひとたび事業者とのご縁ができると、他の

案件でも引き続き同じ担当者が支援する事が

ほとんどだ。金融機関や商工会と異なり異動が

ない商工会議所では同じ事業者と何年も関わ

る事が自然と多くなる。 

そのため担当者ごとに数十社の事業者と接

点があり、何年もかけて定性情報を暗黙知とし

て蓄積していく事ができる。個々の事業者への

支援の質は徐々に高まっていき、また新たな支

援策が出た場合であれば担当者の持つ情報を

元にそれを必要とする事業者へ迅速に提案が

できる体制が自然と構築されていくのである。 

さらに地域特性や動向を把握したうえで支援

ができる事も強みといえる。支援している事業

者の競合先も同じ担当者が支援している事も

珍しくない。他にも地域のイベント運営やポイ

ントカード事業、地域商品券等の事業も行って

いるため、事業者とは日頃から接点も多い。 

コロナ禍において外出自粛等により飲食店

をはじめとする多くの事業者が影響を受けて

いる。それに対する様々な支援策が国・県・市

から迅速に打ち出されている。事業者も支援策

には非常に強い関心を持っている。「認定経営

革新等支援機関」の確認が必要な補助金・支援

 

 

商工会議所の活動から考える中小企業支援の在り方 

  

中小企業診断士  長船 洋人 
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金も多く、地域の中で商工会議所の存在感が高

まっている。初めて商工会議所に来るという事

業者がその後に他の支援につながり、関係性を

築く事も多い。 

商工会議所と長年の関わりがあり、担当者に

気軽に相談ができるというのは事業者にとっ

て心強いであろうし、既に自社に対する理解が

あるというのは安心感につながるであろう。担

当者としても企業の特性を理解した上での支

援が可能になるため、より有効性の高い提案が

出来るようになると考えている。 

 

３．本当に価値のある経営支援とは何か 

 

商工会議所の強みについて述べてきたが、そ

れを踏まえ経営支援の在り方について考察す

る。経営支援と言っても多岐にわたるが、コロ

ナ禍においては支援金・給付金など様々な支援

策がある。その説明や申請支援も重要であるが、

それで企業の真の課題が解決するわけではな

く本来の意味での経営支援とは言えないだろ

う。 

企業は各々の目的を持ちながら事業を継続

しており、その達成に向けて助言や提案やサポ

ートをする事が必要である。支援金等は一時的

には資金繰りを改善できるかもしれないが収

益性や効率性を高める経営努力なくしては、コ

ロナ禍が長引けば再び困難に直面するであろ

う。今後も新型コロナに匹敵する不可抗力が無

いとは言えない。今回の新型コロナが我々に示

したように世界は常に変化し予測不能な事象

に満ちている。確実な未来など存在せず、今の

常識が数年後の非常識となっている事は十分

に起こりうる。経営者は膨大な数の経営判断を、

時代や環境の変化を踏まえたうえで下さなけ

ればならず、情報不足や経験不足などで誤った

判断をしてしまう事もあるだろう。変化に対応

する事が出来ないこともあるだろう。そこを補

う事が支援者の役割でもあると考えている。 

また事業継続のためには過去・現在・未来を

俯瞰した視点を持ち、短期的な取り組みだけで

なく未来へ向けた長期的な取り組みを行う必

要がある。過去については資料やヒアリングで

ある程度は把握できるが、それには限界があり、

過去を現在として共に体験した経験が必要で

ある。そして未来は計画や想像するだけのもの

ではない。その瞬間ごとを現在として事業者と

共に歩んでいかなければ、正しい経営判断、長

期的取り組みの効果の検証や、修正・方向転換

の助言が出来ない事は想像に難くない。以上の

事から長期的な支援により質の高い助言をし

続け、事業者と共に企業の未来を作っていく事

が価値ある経営支援ではないかと考えている。 

 

４．実際の事例から検証する 

 

前項で述べた事を実際の例から検証したい。

検証のサンプルとしては私が実際に担当した

持続化補助金支援先のその後の動向を調査し

た。（企業が特定されないよう数字は一部を変

えている） 

 

A 社 本業とは別の業種で多店舗展開を

行い、全社の売上 1.5 倍、利益 2 倍

を達成 

B 社 本業を生かした新規事業の相乗効

果で 5 年振りに売上高 50 百万円を

突破 

C 社 コロナ禍でも売上 1.5 倍。3 年振り

の黒字転換と経営者の事業承継に

対する意識の変化 

D 社 創業 2 年目でコロナ禍でも増収増

益。さらに相乗効果も狙った新規事

業を計画 

E 社 創業 4 年で地域の人気店として定

着し、コロナ禍でも過去最高業績を

達成 

図表：持続化補助金採択企業のその後の動向 

 

あらかじめ断っておきたいのだが、外部要因

や他の要因が影響する為、持続化補助金採択後

の全社的な業績向上効果を立証するのは非常
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に困難である。参考までに上記に一部の例を挙

げている。これを基になぜ持続化補助金採択企

業がその後の業績が向上する傾向が強いのか

考えてみたい。 

まず特筆すべきなのは持続化補助金の申請

は上記の 5 社が自ら活用を申し出たのではな

く、数年に渡る支援の中で課題や自社の強み、

これまでの取り組みを考慮し、事業者と一緒に

持続化補助金の活用を検討した事だ。けっして

補助金ありきの事業ではなく、現状分析により

課題解決のために最も効果的な取り組みを選

択できたのではないかと考える。 

効果を最大限に高める為には補助事業を決

めるまでのプロセスとその後のフォローが重

要である。そのために補助金申請以前からその

企業の事をよく把握している必要がある。過去

の流れや企業特性、経営者の性格などの情報も

踏まえたうえで現状を分析する事でより良い

提案ができる。 

また実施後の費用対効果について検証する

事が重要であり補助金が採択された時点で支

援が終わってしまうと、その後の進捗管理や費

用対効果の検証を事業者自身で行なわなけれ

ばならず、やはり第 3者からの助言や支援も必

要になる。 

採択後が最も重要であり、補助金は採択され

てからが本当のスタートであると断言する。 

事業者も支援者も採択のための事業計画作り

に注力し、あたかも採択がゴールであると錯覚

しがちである。 

補助事業が期待通りの効果を上げられるよ

うにやり方を微調整しながら進めていき、当初

の目標を達成する事が本当のゴールである。実

際には目標を達成しても、また次の目標が設定

されるので永遠にゴールに辿り着く事はない。

企業経営はゴールの無いマラソンのようなも

ので、補助金はあくまでコースの途中に点在す

る給水所のようなものである。 

 

５．支援の継続で企業は変わる 

 

 話は戻るが、前述の C社は 3回連続で持続化

補助金に採択されている。特に C社は 3年以上

支援しているが経営陣の改善意欲の高まりを

最も感じる事ができる。補助金申請の経営計画

作成支援で自社の強みや顧客ニーズなど基本

から一緒に考える機会が増え、またその後のア

フターフォローにより事業者に今までなかっ

た気づきを与えていると感じる場面もある。C

社の業績向上は販路開拓に成功しただけでな

く経営計画を一緒に作成し、遂行する事で事業

者の意識が徐々に変化しているからだと考え

ている。C社にはその変化を踏まえながら、今

は事業承継を円滑にするための支援を行って

いる。 

つい先日も財務体質改善のための措置を提

案しそれを実行して頂いたのだが、頑固な性格

で知られる C 社社長がその提案を受け入れた

ことには役員も驚いていた。C社への支援がス

ポットではなく 3 年以上継続したからこその

成果であり、私としては 3回の補助金採択より

も、この件の方が C社の未来にとって有益であ

ったと思っている。 

他の例でいうと A 社は 2 年前に資金繰りに

苦労していたのが噓のような好業績を挙げ、新

事業が充実しているのが伝わってくる。好調な

中でも既に次の展開を考えており、事業に対す

る意欲の高まりを感じる。もちろん次の展開に

対する支援も継続して行っている。E社も創業

後の苦しい時期を乗り越え手応えを感じ始め

ている。E社に対しては厳しい指摘も何度かし

たが、それは正しかったと自負している。厳し

い指摘は長年の関係性があったからこそでき

たし、これがスポットであれば誤った選択の後

押しをしていたかもしれない。また会社の空気

や経営者の変化がわかるのも何年も関わって

いるからこそである。 

販路開拓の取り組みについて述べると、大き
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く分けて短期的なものと長期的なものの２つ

に分けられる。 

短期的な取り組みは成果が比較的早く出や

すいが、それが同じように 2年後、3年後も継

続して効果が出るとは限らないし、安易なもの

になってしまいがちである。 

一方で長期的な取り組みは成果がすぐに出

にくいためモチベーション維持が難しく、また

投資した資金の回収が早期にはできない。途中

で方針の見直しが必要になる場合もあろう。理

想は長期的な取り組みの中に短期的な取り組

みを織り交ぜながら進める事だと考えている。

そして効果的な支援のためには時間をかけて

支援者側に暗黙知を積み上げる必要がある。 

事業者側にとっては第 3 者からの助言が効果

的な理由の一つは、固定観念に囚われない柔軟

な発想が IT 技術などの変化の早い現代では必

要な為である。また消費者の価値観やニーズの

多様化、労働環境の変化などに対応していくた

めには中小企業では経営資源も不足しており、

変化に対応するための助言も必要である。 

長期的な取り組みは成果が出るまで時間は

かかっても、ひとたび企業がそれを強みとして

獲得すれば、簡単に他社に模倣される事もなく

なるだろう。そのようにして新型コロナのよう

な予期せぬ外部環境の変化にも耐えられる強

い企業になっていくのではないかと考えてい

る。 

 

６．「長期的支援活用促進制度（仮称）」の

提案 

 

前述のとおりコロナ禍において様々な支援

策が新設・拡充されているが、そのほとんどが

事業者へ直接お金が支払われるものである（補

助金・助成金・支援金・給付金）。それについ

て私は従前から疑問を感じていた。お金はその

獲得のために努力や試行錯誤して得られるか

ら価値がある。支援金などはいわばトロフィー

をいきなり与えるようなもの。努力無くしても

らったトロフィーには何の価値も無いのと同

じであると私は思う。長期的視点に立てば資金

の獲得のための「プロセスの強化」が重要であ

り、それは何も「新規事業」に限ったことでは

ないし、「既存事業の収益性向上」でも同じ成

果は得られる。（ただし既存事業の市場縮小に

より新事業への進出が必要という考えは必要）

また投資をすれば利益獲得のプロセスを強化

できるという単純な話でもなく、相応の時間も

必要であり、第 3者の意見も参考に改善を進め

ていく事が必要であろう。 

そこで「長期的支援活用促進制度（仮称）」

を提案したい。補助金を補助事業に充てるので

はなく中小企業診断士の年間の顧問料の一部

補助としてはどうか。新規事業だけでなく、既

存事業の見直し、組織や生産工程の見直しなど

支援は多岐にわたり、それぞれの企業に最適な

支援が継続して受けられる。長期的にみれば事

業者が中小企業診断士と顧問契約し支援を受

ける方が費用対効果は高くなるのではないか。

（結局は補助金になってしまうのだが、本件は

事業者がお金ではなく経営コンサルという「サ

ービス」を受け取るという事が大きなポイント

である） 

補助金を活用するのであれば長期支援の一

環として申請前と申請後もしっかりと支援す

べきだという事はこれまで述べてきた。実際の

支援現場においては事業者（以下、F社）から、

「こういった取組みをしたいのだが、補助金が

使えるか」という内容の相談が最も多い。その

取組み内容の有効性や費用対効果を検証し、F

社の経営計画との整合性を見出していくので

あるが、そもそも「その取組みが F社の販路開

拓に最も有効なのか」という点を見落としがち

である。しっかりと現状分析を行ったうえで、

F社にとっても最も有効で、なおかつ経営方針

に則している補助事業は何かを検討する必要

がある。そして補助事業実施後も定期的なモニ
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タリングを行い、PDCA を念頭にその事業の効

果を最大限に高める必要があるし、企業の収益

力を強化する方法はその繰り返し以外にはな

いであろう。それにはやはりスポットで補助金

申請時のみ支援するのでは限界がある。やはり

長期的支援が必要となるのである。 

出典：「中小企業診断士活動状況アンケート調

査」 一般社団法人中小企業診断協会 令和 3

年 5月 

 

 一般社団法人中小企業診断協会のアンケー

ト調査によると顧問契約をしているのは公的

業務中心の方で 22.1%、民間業務中心の方で

47.6%と半数以下である。まだまだ顧問契約を

伸ばせる余地はあるのではないだろうか。 

 

７．期待される効果 

 

 本制度により中小企業診断士との顧問契約

が促進され、企業との長期的な関係性が構築し

やすくなり、企業の持続的発展に繋がり魅力あ

る中小企業が増えると考えている。様々な経営

支援策も本来の目的のためにより有効に活用

されるようになるであろう。 

企業側にとって経営の専門家と共に事業を

進めていくのは心強いし、支援側も一層やりが

いのある経営支援が出来る。 

そして本制度により初めて顧問契約をする

きっかけになり、その有用性や効果を感じても

らえば、本制度の補助期間終了後でも補助金無

しでも顧問契約を継続する企業は増える。顧問

契約の有無で業績の影響が明確に出るように

なってくれば、社会全体で中小企業診断士の需

要や存在感もさらに増してくると考えている。 

 

８．おわりに 

 

 本論文では長期的な支援の必要性とそれを

促す施策について述べてきたが、決して現状の

補助金制度自体を批判するものではない。補助

事業が中長期の経営計画で妥当性が高いので

あれば大いに活用し、イニシャルコストを軽減

し事業の費用対効果や成功率を高めるべきで

ある。 

 しかし実際の現場では補助金ありきの短期

的な支援が多いのは否めない。さらに中小企業

診断士＝補助金の専門家という誤った認識を

持つ事業者が増えているのではないだろうか。

補助金を申請したいが、申請書の作成ができな

いからといって安易に中小企業診断士や商工

会議所等へ申請書作成を依頼し、採択されたら

以降は連絡なしというのではそれは本来の支

援の姿ではない。そのため本論文はそのような

事業者に対する警鐘も含んでいる。 

 何度も言うようだが、事業者と計画段階から

共に考え、実行後も責任をもってフォローし、

その効果を検証し、次の取り組みに活かす長期

的な支援こそが企業を強くしていく価値ある

支援といえる。 

私は中小企業診断士になったばかりである

が、これからも本来の使命を忘れないようにし、

その達成のために真っすぐに取り組んでいき

たいという自分への戒めの意味も込めて本論

文の締めくくりとしたい。 
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１．はじめに 

 

2018年 3月 28日 同族会社の代表取締役と

なって 3年、それまでの経営コンサルタントの

立場と異なり日々の問題に対処しつつ中期的

な改善活動に対処している「中小企業診断士」

の親子の活動を記録する。 

なお、数字などは極力実際のものを採用して

いるが、一部デフォルメしているものもある。 

 

１．今回までのながれ 

 

今回の経緯を時系列的に表すと次のように

なる。 

図表 1-1 これまでの経緯 

・2017年 8月  

 営業担当専務 退職 

・2018年 1月 

 営業担当課長退職(実質営業ゼロ人) 

・2018年 3月 28日 

 加藤珪一 株式会社エイワ・ライジン

グ 代表取締役就任 

・2018年 4月 1日 

本社を東京都港区(帝国ホテル近く)

から岡山県備前市(鹿の親子が住む)

に移動 

・2018年 6月 1日 

加藤昌毅営業課長として採用 

・2018年 6月 27日 

定時株主総会(売上高 534(931)百万

円、経常利益 5(1.9)百万円(かっこは

前年度) 

・2019年 3月 1日 

製造課長退職 

・2019年 4月 30日 

取締役総務経理課長 総務経理課長

退職 非常勤取締役に 

・2019年 6月 28日 

定時株主総会(売上高 517 百万円、経

常利益 5.8百万円) 

会社提案の役員案否決→それまでの

役員は権利義務承継取締役となる 

・2019年 7月 24日 

臨時株主総会(加藤珪一ほか役員案承

認) 

・2020 年 6 月 原料秤量・調合装置完

成、コロナの関係で未稼働 

・2021 年 6 月 株主総会(売上高 421 百

万円、経常利益 17.8百万円) 

  役員再任 

 

宿命としての事業承継 パート 3 

～ 親子で挑む零細企業再生 ～ 

中小企業診断士  加藤 珪一 

 中小企業診断士  加藤 昌毅 
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２．日々の経営で感じること 

 

承継してから 3年経過して、いろいろと感じ

ることを述べていく。 

 

２－１ 零細企業で最も重要な ASSET(資産)は

人材 

 

 貸借対照表の借方は資産であるが、現在の会

計では人材を資産として挙げていない。当社の

ように零細企業(常勤取締役 3名、従業員７名、

パート１名)では、かつて営業主要メンバーと

して営業担当専務、営業課長が相次いて退社、

残った営業員は新規部門担当者と営業出身の

社長だけとなり、営業継続が困難となった。そ

の後は営業社員採用などで何とか乗り切った

が、人材の重要性を痛く認識した。 

このため、中期的な目標としては以下のよう

に考えている。 

・年商  10億円(4.2億円) 

・従業員 20人(9.5人) 

・自己資本比率 60％(48％) ( )は現状 

 

２－２ 人材が不足していることは弱みか、強

みか 

 

我が社においても人材は不足している。従っ

て人材不足が弱みかどうか聞かれると、多くの

場合弱みと答えるのではないかと考える。 

確かに有名な大学を出た人もいなくて、それ

でも何とかやっていけているということは、明

確な目標を持ち、レベルアップの手順を踏めば、

それなりの水準になると考える。 

例を挙げると、どこの会社でも月次試算表を

作成する。自社で作成するか税理士さんなどに

依頼するかは別として。 

我が社では自社で試算表を作成しているが、

以前は締め後 8営業日(実日数で１1日ごろ)に

作成した。 

以前の経理課長が退職したのを契機に「第 4

営業日で作成」を指示し、それが 2020 年の夏

に達成、その後「第 2営業日で作成」を目指し

ているが、まだ達成できていない。現状は第

2.5営業日です。 

これを行うため社内プロジェクトを結成し

て、問題点摘出、改善活動、効果の検証と歯止

めを行っている。零細企業で人材は不足してい

るが、明確な目標設定と経営者のリーダーシッ

プがあるといろいろのことが達成できる。 

今回のプロジェクトでは世間一般が何日で

作成しているのかを調べず、まず目標に向かっ

たのが良かったと思っている。 

 

２－３ 経営は今日一日の繰り返し 

 

企業経営を行っているが、「今日一日頑張り

ます」の繰り返しであると感じる。品質の問題、

機械の故障、納期の遅延、その他毎日がドラマ

であり、結果的に無風であったという日もある

が、緊張状態を維持することが必要だ。 

 

２－４ 同族企業は長期的な視点で経営がで

きること 

 

経営は今日一日の繰り返しと言ったが、同族

会社のトップは通常 20 年程度はその立場にあ

る。 

このため、何もしなくても 20 年が経過する

が、少しずつでも改善していると前へ進んでい

く。 

一歩一歩が重要だ。3年でできないことも 5

年あればできる。 

 

２－５ プラン・ドゥ・アクションが原則であるが

場合によってはドゥ・プランも必要 

 

改善活動において PDCAというのがあるが、

場合によっては DPCA が必要になることがある。 
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本来は改善活動を行うにあたっていろいろ

と検討すべきだが、場合によってはまずやって

みて考えることも必要だ。 

 

２－６ 株式の支配 

 

多くの教科書にも書かれているように、経営

者として絶対に必要なことが株式の支配だ。最

低限 51％(普通決議が可能)欲を言えば 67%（特

別決議が可能）だ。 

私が事業を承継した時点で、同族の株主から

「現時点ではあなたしか代表者になれない、全

面的に支援するから社長になって欲しい」と言

われ、息子と合わせても 38%しかない持ち分で

代表者になった。 

親戚の甘い言葉に惑わされて、代表者になっ

たことがその後の会社運営に支障が出ており

(株主総会で会社提案の役員案が否決され「権

利義務承継取締役」が発生したことなど)、ま

たそれに類する危険性は現在まで続いている。

経営者として解決すべき第一の課題だ。 

幸いなことに昨年度の株主総会で「定款」変

更を行い、相続時の株式の会社買取を入れてい

る。これによる解決(株式支配)を想定している。 

 

２－７ 貸借対照表の改善は社長しかできない 

 

収益を改善して、「損益計算書」の収益を改

善することは担当役員でもできる。しかし、貸

借対照表の改善は社長しかできない。 

当社の貸借対照表には評価価値のない「ゴル

フ会員権」、「回収の見込みのない売掛金」、「放

置されたままの保険積立金」、「特別償却可能な

減価償却費」などがあった。これらを処置する

と「損失」が発生するため、先代社長はそのま

まにしていた。 

私はそれらを処理して、特別損失を計上し、

赤字が出ることで納税額も最低となっている。 

また結果的に自己資本比率も改善し、現状

50％程度となっている。 

社長こそ B/S の整理に努めようではありま

せんか。 

 

２－８ 金融機関との良い関係を作ること 

 

当社は前述したように自己資本比率が 50%

程度あり、その他に現金預金が月商の 5 月分、

債務償還年数も 6 年程度(コロナ対応で借り入

れをおこしたが)である。 

中期資金繰り計画書をもとに考えても、今後

2年間は返済だけであっても資金が回る。 

しかし基本的には金融機関との良い関係を

維持することが必要と考えて、毎月営業報告書

を銀行に提出している。 

その内容は次のようになっている。 

 ・月度試算表 

 ・資金繰り予定表 

 ・アクションプラン実施状況表。 

 この報告書をもとに支店長との会話も進ん

でいる。 

金融機関との関係は日露戦争の前に枢密院

議長伊藤博文が述べた「百年兵を養うは一日こ

れを用いんがためなり」の気持ちと同じだ。 

 

３．応援団の必要性 

 

事業承継後のいくつかの課題を解決して現

在に至っているが、その中で、いろいろの方に

支援をいただいている。 

零細企業では自社内での経営資源での対応

が困難なものがある。 

以下に支援をいただいた主な機関と内容 

を示す。 

 図表 3-1 主な応援団 

大別 組織名 支援内容 

公的支

援機関 

商工会 ・専門家派遣 

・小規模企業事業継続助

成金 
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岡山県産

業振興財

団 

・働き方改革支援 

・人材紹介 

・専門家派遣 

中小企業

基盤整備

機構 

・試算表早期作成 

・見える化支援 

・中小企業大学校 

金融機

関 

  ・資金支援 

・経営上の助言 

その他 能力開発

大学校 

・技能教育 

・簡易自動化支援 

・IOT 支援 

 

４．今後の目標 

 

４－１ 安定的な経営を行うための規模拡大 

 

前述したが、当社においては基幹要員の退職

により事業の継続が困難になった時期があっ

た。 

従って早期に安定的な会社にするよう目標

に向かっている。 

図表 4-1 今後の目標 

・年商  10億円(4.2億円) 

・限界利益率 40%（30％） 

・経常利益率 6％(4％) 

・従業員 20人(9.5人) 

・幹部要員 4名確保 

・自己資本比率 60％(48％) ( )は現状 

 

４－２ 絶対につぶれない会社にする 

 

現在でも現預金は年商の 5 ケ月程度あるが、

より強い会社にするために次のことを考えて

いる。 

ステップ 時期 内容 

1 2021年

7 月 

手形→でんさい化 

2 2022年 でんさい限度引上げ 

6 月 10 万円→50 万円に 

3 2023年

5 月 

でんさい廃止 

締め後 60 日現金払い 

 

本年「でんさい」に移行するのは事務の合理

化と印紙税の削減だ。 

来年には「でんさい限度」を変更し、でんさ

いの削減と現金振り込みによる相手先の値引

き期待だ。 

2023 年にはでんさいも廃止して現金振り込

み(期日現金)にしたいと考える。手形、でんさ

いがないと決済不能による銀行取引停止はな

い。現金化による増加資金は手持ち現預金で対

応できる。 

 

４－３ 仕事を楽しくから、仕事を楽しむへの転

換 

 

これは最も困難なテーマでる。 

通常、従業員は仕事を楽しんでいるような人

はいない。どのようにして達成するか考えてい

るところだ。 

 

４－４ 生産性の向上 

 

当社の一人当たり生産性は昨年度及び一昨

年度が約 10 百万円だ。大企業ほどでなくても

13百万円を目指したいと考える。 

その切り札は営業強化と IOTの活用だ。経営

者として頑張るべき課題だ。 

 

４－５ 経営コンサルタントへの質問 

 

私が社長になったのは平成 30 年 3月 28日、

決算は同年 3 月 30日でした。売上高は 997 百

万円、翌年の平成 31 年 3 月期は売上高が 550

百万円に減少するのは想定済みだった。(実際

は 534百万円) 

このような状況で利益を出すのはどのよう
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にしたらよいだろうか。想像をたくましくして

図表 5-2に数値を入れてください。 

なお、図表 5-2に入れる数値のヒントは第 6

章 事業承継後の数値を見ながら考えてくださ

い。減価償却費は前年と同額の 5百万円として

いる。 

 

図表 5-1承継前(2018年 3月期)の損益構造 

売

上

高 

997 

変動費 

833 

83.6% 

限界利

益 

164 

16.4% 

固定費 

人件費 88 

減価償却費 5 

販売経費 40 

製造経費 30 

合計 163  

営業利益 1 経常利益 2 

(営業外収益 1) 

 

図表 5-2株主期待の 2019年 3月期の損益構造 

売

上

高 

550 

変動費 

(  ) 

( ％) 

限界利

益 

(  ) 

固定費 

人件費(  ) 

減価償却費 5 

販売経費( ) 

製造経費() 

合計(   ) 

営業利益( ) 経常利益 

(  ) 

 

 

６．事業承継後の数値 

 

 主要な数値をグラフで示す。基本的に秘密資

料のため一部数値を入れず棒グラフで示して

いる。縦軸の数値を推定するのも頭の体操にな

るだろう。挑戦してください。 

 

図表 6-1 売上高の推移 

 

図表 6-2 経常利益の推移 

 

 

図表 6-3 経常利益率の推移 

 

売上高

30年３月

社長就任

【経常利益】

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

経常利益率
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図表 6-4限界利益率の推移 

 

 

図表 6-5 労働分配率の推移 

 

 

図表 6-6 自己資本比率の推移  

 

７．おわりに 

 

経営コンサルタントと違い、経営者にはまた

別の知識や経験が必要だ。 

 また、知識、経験以上にどのような会社にし

ていきたいという考えが必要であり、使命感も

求められる。 

今後どのような展開があるかわからないが、

精いっぱい頑張るだけだ。 

 

著者紹介 

 

氏 名：加藤 珪一 

略 歴：昭和 42年 3月岡山大学工学部卒、 

4月日本エクスラン工業㈱入社 

昭和 55年 4月中小企業診断士 

平成 4 年 8 月㈱アルマ経営研究所取

締役 

平成 20年 6月執行役員 

平成 16 年 4 月から岡山大学産学官融

合センター客員教授 

 

氏 名：加藤 昌毅 

略 歴：平成 10年 3月同志社大学経済学部卒 

平成 10年 4月 ㈱ライフ入社 

平成 15 年 11 月 ㈱ミロク情報サー

ビス入社 

平成 19年 1月 ㈱リオス入社 

平成 30 年 6 月 ㈱エイワ・ライジン

グ入社 

令和元年 7月 同社取締役 

平成 27年 4月 中小企業診断士登録 
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１．はじめに 

 

私が岡山商工会議所に入所し今年が 12 年目

となる。これまで、創業・経営革新・農商工連

携・金融支援等を担当してきた。現在は、経営

革新や補助金の申請支援を行う専門指導セン

ターという部署に在籍している。これまで職業

柄仕事の内容をテーマに論文を書いてきたが、

今回は自分の興味のある分野について書いて

いこうと思う。 

 昨年は新型コロナウイルスが猛威をふるい、

世界経済に大きなダメージを与えた。併せて世

界中の株価にも大きな影響を与え、2020年 3月

19日には日経平均 16,552円まで急落したこと

は記憶に新しい。 

 こうした状況を受け若者を中心に“投資”に

ついて興味を持つ人が急増し、ネット証券口座

開設数も大幅に増加した。また、若者の間では、

数年前より米国や欧州で話題となっていた

「FIRE」（詳しい内容は後述）について大きな

注目が集まった。これはカリスマ Youtuber と

して人気のある、中田敦彦氏が「お金」の授業

などを放送し、その中で「FIRE」の授業が多数

行われていたのも認知度が向上した大きな要

素であると考えられる。 

 

 

図表 1-1 証券口座数推移 

 

出典：中田敦彦の YouTube 大学 

 

２．FIRE とは 

 

２－１ FIREの意味 

 

FIRE とは「経済的に自立し、早期リタ

イアを実現する」を英語表記した時の頭

文字をとったもので、  

 

F…Financial（経済的） 

I…Independence（独立） 

 

 

FIRE（Financial Independence, Retire Early）について 

 
 中小企業診断士  川口 公平 
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R…Retire（リタイア） 

E…early(早期に) 

である。まずこう聞くと「宝くじを当て資金を

準備する」「投資で一発当てる」などをイメー

ジする人も多いのだが、そうした話ではないこ

とに注意が必要だ。 

 

２－２ FIREに必要な金額 

 

「好きなことで生きていく」「働かないで生

きていく」というキャッチコピーは夢があるが、

そう簡単ではない。FIREに必要な資産額は「年

間支出の 25 倍」といわれており、これは米国

発の「4％ルール」という指標からきているも

のであり、資産を 4%で運用することが出来れ

ば、元本を取り崩すことなく生活できるという

考え方だ。 

日本人世帯平均年収は 550 万円程度であり、

実質支出を 400 万円程度とし、それを 4%で割

りなおすと 1億円となる。これを早期に達成出

来る人はごく少数だと考えられ、一般のサラリ

ーマンではまず達成が困難であることがわか

る。 

 

２－３ FIREに必要な元本の確保 

 

 前述のとおり、FIRE 達成のためには、その

原資が必要不可欠である。ここではその確保の

手段について説明していく。 

 

(1) サラリーマンとして出世し給料を上げる 

王道の手段だが、年功序列が根強い日本で劇

的に給料を上げるのは困難であり、また節税出

来る手段も少なく、あまり効率のいい手段では

ない。ただ、多くの人はこの方法で「FIRE」を

実現しようと考えているため、中々実現しない

のが実情である。 

 

 

(2) 起業する 

 

起業するのは「金持ち」になる手段として有

効な手段の一つであるが、半面リスクが高い。

起業の生存率は 10 年で 5%前後といわれてお

り、ハードルが高い。ただ、サラリーマンより

「FIRE」出来る可能性が高いのも事実である。

事業主であればサラリーマンの数倍の所得を

得られる可能性もあるし、節税についてもサラ

リーマンに比べれば多くの手段がある。 

 

(3) 副業 

ちまたの書籍や Youtubeの配信などで「FIRE」

達成手段として最も勧められている方法であ

る。サラリーマンとしての安定収入を得ながら、

副業で稼ぎ、それを投資資金に充てるというの

が勧められている。確かに現在副業を解禁して

いる企業も多く環境は整いつつある。また、

Youtube、ブログ、アフィリエイト、Webライタ

ー、Uber Eatsなど場所や時間を選ばない副業

も一般化してきており、収入を得やすい状況に

もなっている。 

上述だけ見るとリスクもない上に気軽に稼

げそうな気がするが、これも簡単ではない。ネ

ット副業で 5,000 円以上を稼ぐことが出来る

人は実は案外少なかったり、稼げたとしても労

働型副業となっていて、時給で考えるとコンビ

ニでバイトしていた方が稼げていたりするこ

とも少なくない。また、本業や家庭がおろそか

になり日々の生活に悪影響を与えてしまうパ

ターンもありうる。ただ、現実問題として「FIRE」

を実現化するには有効な選択肢の一つとなり

うるだろう。 

 

(4) 投資で資産を増やす 

「FIRE」を達成する上で投資のスキルは必須

である。資産形成後の利息で生活するのはもち

ろんであるが、給料や自分の事業で得たお金を

加速度的に増やしていくのに有効で必ず実行
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しなければならない。周知の事実だが、「福利

の力」は絶大で、例えば月 5 万円を利回り 4%

で 20 年間運用した場合積立元本は 1,200 万円

だが、運用後の金額は 1830 万円程度である。

（税金は考慮していない。）時間を味方につけ

れば投資で勝てる確率はかなり上がるので、若

い人ほど有利である。ただ、１億円を積み立て

るためには、月々15万円を 30年間積み立てる

必要があり、平均的な収入の人にはかなりハー

ドルが高い。また、利回り 4%の運用と簡単にい

うがそれもまた難しい。結果論だけで米国の S

＆P500 なら利回り 7%程度出ているから楽勝と

考える人もいるが大きな間違いである。将来は

見通せない。自分が資金を必要とする時に望ん

だ状況であるとは限らない。リターンとリスク

は表裏一体であり、国内、海外、株式、債券、

コモディティ、現金保有、仮想通貨など様々な

ポートフォリオを駆使した上で、リスク少なく

資産を増やしていくことを考えたときに 4%は

割と難しいのだ。 

 

３．FIREのポイント 

 

項目 2 では、「FIRE」の内容とその実現方法

について紹介してきたが、どちらかというと

FIRE の難しさばかり強調した形になった。確

かに冷静に考えてみると、早期にリタイアを達

成し、「働かなくて生きていく」のは実現可能

性が高くないことはご理解いただけたであろ

う。ただ、ここから紹介する「FIRE」のポイン

トさえ押さえて実行すれば 60 歳位で現役を引

退し、悠々自適に生きていくことは可能であろ

うと思慮する。（※昨今 60歳で引退し資金面を

心配しなくていいという人は少ない。） 

 

(1) FIREの“キモ”は支出の最小化 

「FIRE」の実現に最も重要なのは“支出の最

小化」である。どうしても最初は収入の方に目

が行きがちだがそうではない。よく言われる話

だが、いくら年収が高くても、給料が上がって

いっても、それに応じて支出が増えているよう

ではお金持ちになれない。支出を減らすことが

出来れば、まず投資に充てなければならない原

資が少なく済む。また、支出が少なければ投資

に回せる資金が増えるので 2 重の効果があり、

「FIRE」の加速度が増加する。経営でもまずは

コスト削減からということを言われるが、その

考え方は同じである。 

 

(2) 早期に着手する 

 前述したが、「福利」の力は絶大で、また

投資において時間は大きな味方となる。（※経

済は成長しているため、長い目で見れば資産が

増える可能性は高い。）そして早期リタイアと

いうことから考えても、早期に着手することは

大切で 40 代、50 代で引退を考えるなら 20 代

前半では「FIRE」に向けた取り組みを始めたい

ところだ。 

 

(3) 投資の腕を磨く 

ここも前述したが、「FIRE」を達成するため

には投資の技術が必須で、基本的に 4%を目途

に資産運用を行っていかなければならない。

様々投資手段はあるが、最も有効な手段は“イ

ンデックス投資”といわれている。ここでイン

デックス投資の説明はしないが、一定額を定期

的にドルコスト平均法で積立てていき、またい

くらか方向性の違う商品を組み合わせれば資

産が増えていく可能性は高いだろう。ただ、イ

ンデックス投資は個別投資と比べて刺激が少

なく投資を楽しみたいという人には不向きか

もしれない。かくいう筆者はインデックスの方

が有効と理解しながら、刺激を求め個別投資ば

かりで、成績がよくないことは大きな反省点で

あり、私が「FIRE」出来ることはまずないだろ

う。 
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４．おわりに 

 

今回のテーマは、中小企業を支援する内容と

はかけ離れているようにもみえるが、「FIRE」

を実現するための要素には経営に生かせる考

え方も多分に含まれており、この内容を学ぶこ

とは中小企業支援にも生かせるものであると

考える。また、投資判断には企業分析能力を求

められることも多く診断士の腕を磨くのにつ

ながるのではないだろうか。 

最後に、つたない文章を最後まで読んで下さ

った読者の方に厚くお礼申し上げる。 

 

著者紹介 

 

氏 名：川口 公平 

略 歴：大学卒業後、IT関連会社に就職。 

    その後診断士を取得し、岡山商工会議

所に入所。 

専 門：金融支援、創業支援、経営革新支援、

地域資源活用支援等。 
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１．はじめに 

 

 著者は 2015 年 3 月 31 日に㈱ベネッセコー

ポレーションを退職後、同年 4月 1日に個人事

業主として独立した。その後 6年間、個人事業

主として活動し、2021 年 4 月 1 日に一般財団

法人淳風会に就職した。 

淳風会に就職したことで、これまであまり意

識をしてこなかったが、特に中小企業・小規模

事業者にとって重要と認識を深めたことがあ

る。それは経営者及び従業員（働く人全て）の

「健康」である。 

ここでは淳風会での仕事を通じて、知ること

ができたことについて、整理して記述すること

とした。 

 

２．従業員の高齢化 

 

当然の言及で恐縮だが、多くの企業では従業

員平均年齢が上昇の一途を辿ることは間違い

ない。採用面では少子化にともない新卒者や若

年者の絶対数が減り、採用が今以上に困難にな

る。一方で企業活動を永続させる場合は、一定

数の従業員数が必要である。新卒者や若年者の

採用が進まなければ、中途採用か既存の従業員

に長く働いてもらう必要がある。 

また新卒及び中途採用は相応のコストと時

間を要する。人員確保の面で言えば、最も効率

的なのは既存従業員の雇用継続である。 

新卒採用においては、まずは「大企業 VS 中

小企業」の競争が生じ、続いて「中小企業 VS中

小企業」の競争となる。少子化は就職活動では

「売り手市場」となる。マクロ的には中小企業

の新卒採用は困難を増す状況が進むと思われ

る。 

既存従業員の雇用継続における重要な要素

は多くある。恒常的なスキルの向上や、所有ノ

ウハウの共有、マネジメント力の強化など様々

な要素があるが、これら要素の前提となるのが

「健康」である。ここで言う健康とは、従業員

が加齢を重ねても安定的に出勤し、期待どおり

のパフォーマンスを発揮できる状態の維持で

ある。 

マクロ的に見ると、加齢と健康は反比例する。

加齢とともに健康診断の検査結果は悪化する

ケースが多く、疾病リスクも高まる。健康診断

の結果が悪いだけで、疾病に繋がっていなけれ

ば、これまで通り出勤して、期待されるパフォ

ーマンスが発揮できる。しかし疾病が発生し、

治療が必要な状態になると欠勤も増えてくる。

体調が万全でなければ判断力や行動力は低下

する。このことは企業におけるパフォーマンス

の低下に直結する。これらのことから企業にお

 

 

健康経営の重要性 

  

中小企業診断士  木野内 俊典 
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ける「健康経営」の重要性は益々高まるものと

推察される。 

 

 

上記グラフは国勢調査を基にしたものであ

る。平成 17 年の生産年齢人口を 100 とした場

合の、全国及び岡山県での推移を示している。

企業の 10年後・20年後の従業員の年齢構成は、

確実に上昇する。 

 

 

 

上記一覧表は労働力調査（基本集計）2020年

（令和 2 年）平均結果の要約（令和 3 年 1 月

29日総務省統計局）である。 

国全体の数値であるが、65 歳以上の就業者

数は 10 年で 336 万人増。増加率は 159％であ

る。今後も生産年齢人口の減少分を 65 歳以上

の就業者で賄う構図は一層進む。 

 

３．「健診」と「検診」の違い 

 

ここで「健診」と「検診」の違いをあらため

て記述する。 

「健診」はいわゆる健康診断である。自身の

健康状態を確認し、病気を予防することを目的

としている。 
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健康診断には、職場の健診、学校健診、特定

健康診査など、様々な種類がある。最も多く行

われているのは「一般（定期）健康診断」であ

る。労働安全衛生法で、事業者が労働者に対し

て１年に１回以上実施することが義務付けら

れている検査で、検査内容は身体計測、血液検

査、尿検査、胸部 X線など基本的なものが中心

である。雇い入れ時健康診断も一般健康診断に

含まれる。なお検査内容が基本的なものに留ま

っていることから、人間ドックの受診を推奨し

ている企業も多い。 

また「特定健康診査」についても記述してお

く。特定健康診査とは、メタボリックシンドロ

ームに特化した健康診断、いわゆる「メタボ健

診」のことで、40～ 74歳の人を対象に生活習

慣病の予防・早期発見を目的としている。検査

した結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判

明した人には、動機づけ支援もしくは継続的支

援として保健師、管理栄養士による指導が実施

される。 

「検診」は特定の病気を発見するために行う

検査のことを指し、病気を早期発見し、早期治

療につなげることを目的としている。代表的な

検診は「がん検診」である。胃がん・大腸がん・

肺がん・乳がん・子宮頸がんの 5大がんの早期

発見を目的に、自治体が一定の年齢範囲の住民

に対して検査方法を指定して公共的な予防対

策として実施している。筆者も個人事業主とし

て岡山市の国民健康保険に加入していた際に、

胃がん検診の案内が届いていた。 

個人的な意見だが、中小企業診断士は自身の

身体が資本であり、疾病によっては事業継続へ

の影響も懸念されることから、年に一度の人間

ドックは重要と考える。その際もピロリ菌の調

査や胃カメラ、大腸カメラ、脳ドックや通常の

健診などでは早期発見が難しく、がん死亡数順

位が高いすい臓がん検診など、健康管理は入念

に行う必要があると考えている。 

  

・健康経営優良法人認定制度健康経営優良法

人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組

や日本健康会議が進める健康増進の取組をも

とに、特に優良な健康経営を実践している大企

業や中小企業等の法人を顕彰する制度である。 

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」

することで、従業員や求職者、関係企業や金融

機関などから「従業員の健康管理を経営的な視

点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」とし

て社会的に評価を受けることができる環境を

整備することを目標としている。 

本制度では、大規模の企業等を対象とした

「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対

象とした「中小規模法人部門」の 2つの部門に

より、それぞれ「健康経営優良法人」を認定し

ている。 

当会も毎年「ホワイト 500」の認定を受けて

おり、健康経営に取り組んでいる。 

  

・「晴れの国から『健活企業』応援プロジェク

ト」について以下、岡山県 HPからの抜粋。 

岡山県と協会けんぽ岡山支部は、「岡山県民

の健康づくりの推進に向けて、幅広く協力・連

携しているところです。 

「健康経営」は、従業員の健康づくりを従来

の福利厚生ではなく積極的な経営戦略として

取り組むことで、事業所の生産性・収益性を高

めていくという考え方であり、現在、厚生労働

省や経済産業省など国全体で「健康経営」に取

り組む機運が高まっています。（※「健康経営」

は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録

商標です。） 

岡山県では、協会けんぽ岡山支部とともに、

「晴れの国から目指そう！『健活県』おかやま」

をスローガンに策定し、「健康経営」の普及促

進を支援しています。 

なお、協会けんぽ岡山支部が実施している

「健康経営」普及事業である「晴れの国から『健

活企業』応援プロジェクト」の詳細については、
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下記の協会けんぽ岡山支部 HP をご覧ください。 

（※「健活企業」とは従業員やその家族が長く

健康に過ごすことができるよう、従業員への健

康づくり活動を行う企業のことです。） 

令和 3年 5 月 31 日現在 「健活企業」宣言

事業所数は 1,781事業所である。 

 

４．健康経営サポートアクションプラン 

 

ここでは淳風会が今年度より進めている「健

康経営サポートアクションプラン」について説

明する。 

「従業員の健康づくりは企業成長への鍵で

す！」と銘打ち、従業員の健康を重要な経営資

源として捉え、健康増進に積極的に取り組む企

業を淳風会が全面的にサポートするものであ

る。 

具体的には健康診断未受診者管理や二次検

査受診勧奨、労災二次健康診断受診勧奨、特定

保健指導など健康管理に関するあらゆるメニ

ューを丸ごとサポートする。各種セミナーや運

動支援など、一部有料のメニューもあるが、受

診勧奨等は無料のサービスである。 

企業は本業が多忙な中で、従業員の健康管理

は重要という認識は持ちつつも、個々人に対し

て継続的に健康管理を実施していくのは困難

な場合がある。我々は健康管理のプロであるた

め、個々人の状況や診断結果に応じて、きめ細

かく対応できる。 

例えば労災二次（労災給付による二次健診）

は、「労災」との名称が故に労災認定や労災申

請と誤解される場合があるが、実態は国の給付

制度を利用した、より詳しい二次健診である。

国の給付制度により受診者本人及び事業主の

受診費用負担は生じない。保険料への影響もな

い。 

こうした制度は広く周知されているとは言

い難く、我々は認知度を高めていく役割を担っ

ているものと考えている。 

なお淳風会で労災二次健診を受診する場合

は、面倒な申請手続きを当会がサポートするこ

とや、検査後は岡山市北区大供及び倉敷市連島

中央にあるタニタ食堂にてヘルシー定食をお

召し上がりいただける。 

 皆様の顧問先等、当アクションプランに興味

をお持ちの場合は、いつでもお声がけいただき

たい。 

 

５．エイジフレンドリー補助金について 

 

高齢者の就労環境を間然するための補助金

が存在する。厚生労働省が「エイジフレンドリ

ー補助金」を展開しており、現在（執筆日令和

3年 7月 4日）申請期間中である。 

「高年齢労働者を雇用する中小企業事業者

の皆様へ」と銘打たれたリーフレット『「令和

3 年度エイジフレンドリー補助金」のご案内』

から、ポイントを抜粋して掲載する。 

補助金申請期間は令和 3 年 6 月 11日〜令和

3 年 10 月末日。補助事業者は一般社団法人日

本労働安全衛生コンサルタント会である。 

補助対象：高年齢労働者のための職場環境改善

に要した経費（物品の購入・工事の施工等）。 

補助率：1/2。上限額：100 万円（消費税を含

む）。 

※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者

の雇用状況等を審査の上、交付決定を行います

（全ての申請者に交付されるものではありま

せん）。 

■ 近年の高齢者の就労拡大に伴い、高齢者の

労働災害が増えています。 

■ 高齢者が安心して安全に働けるよう、高齢

者にとって危険な場所や負担の大きい作業

を解消し、働きやすい職場環境をつくってい

くことが必要です。 

■ 高齢者が就労する際に感染症予防が特に

重要となる社会福祉施設、医療保健業、旅館

業や飲食店等の接客サービス業等では、利用
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者等と密に接する業務での新型コロナウイ

ルス感染を防止するため、対人業務を簡素化

できる設備改善や作業改善が望まれていま

す。 

■ エイジフレンドリー補助金は、職場環境の

改善に要した費用の一部を補助します。是非

ご活用ください。 

 

□補助対象となる職場環境の改善対策 

働く高齢者を対象として職場環境を改善す

るための次の対策に要した費用を補助対象と

します 

◆ 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予

防のための費用 

◆ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に

係る費用 

◆ 健康や体力状況等の把握に関する費用 

◆ 安全衛生教育の実施に関する費用 

具体的には次のような対策が対象となりま

す。 

 

【働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防】 

◇ 介護における移乗介助の際の身体的負担

を軽減する機器 

◇ 介護における入浴介助の際の身体的負担

を軽減する機器 

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握

できる小型携帯機器 (ウェアラブルデバイ

ス) による健康管理システムの利用 

◇ 飛沫感染を防止するための対策 

※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールかー

てン等の仮設の設備については対象となり

ません。 

 

【身体機能の低下を補う設備・装置の導入】 

◇ 通路の段差の解消（スロープの設置等）、

階段に手すりの設置 

◇ 床や通路の滑り防止対策（防滑素材の採用、

防滑靴の支） 

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置 

◇ 業務用の車両への自動ブレーキ又は踏み

間違い防止装置の導入 

◇ 熱中症リスクの高い作業がある事業場に

おける休憩施設の整備、送風機の設置 

◇ 体温を下げるための機能のある服 

◇ 不自然な作業姿勢を改善するための作業

台等の設置 

◇ 重量物搬送機器・リフト 

◇ トラック荷台等の昇降設備 

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスー   

ツ 

 

【健康や体力の状況の把握等】 

◇ 体力チェック 

◇ 運動・栄養・保健指導等の実施（健康診断、

歯科検診の費用を除く） 

◇ 保健師やトレーナー等の指導による身体

機能の維持向上活動 

 

【安全衛生教育】 

◇ 高齢者の特性を踏まえた安全衛生教育 

※労働者個人ごとに費用が生じる対策（ウェ

アラブルデバイス、防滑靴、体力チェックな

ど）については、雇用する高年齢労働者の人

数分に限り補助対象とします。 

注：申請内容の確認のため、（一社）労働

安全衛生コンサルタント会が実地調査を行

うことがあります。補助対象となる対策の具

体例や、補助の対象とならないものについて

は、Q&Aにまとめていますので、申請前に必

ずご確認ください。 

 

以上がポイントである。詳細や留意点は必ず

リーフレット 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000

/000791930.pdf）を参照にしていただきたい。

申請書を見る限り、分量は多くなく書きやすい

印象である。 
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淳風会では【健康や体力の状況の把握等】に

ついては現在も各所で実施しており実績もあ

る。 

 

６．終わりに 

 

筆者は令和 3 年 4 月より一般財団法人淳風

会職員となり、プロコンではなくなったが今後

も地域の中小企業の発展に微力でも寄与でき

るよう、この立場で出来ることを行っていきた

いと考えている。今後も会員の皆様と情報交換

できれば幸いである。 
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１．はじめに 

 

コロナ禍の、またアフターコロナの世界にお

いてはこれまでの経営の前提が大きく変わる

という状況にある。経営の基盤が崩れてしまい、

売れるしくみが崩壊した企業は大きく変わら

ざるを得ない。また、大きく変化する経営環境

においては、新たなニーズが生まれ、その獲得

に向けて大きく変わるチャンスでもある。今は

まさに、「事業の再構築をしていく」時である

といっても良い。 

しかし、大きく変わることには大きなリスク

を伴う。そもそも中小企業の経営革新は、「現

状の延長線上で、地道な改善活動をやり続けて

いくやり方が望ましい。中小企業は、経営資源

に乏しく、新分野展開や、多角化というような

取り組みはリスクが高く、望ましくない。」と

私は考えていた。 

事業再構築は、そのような大きな変化、大き

な挑戦を求めるものである。この政策をどう捉

え、どう対応していけばよいのか、経営戦略、

経営革新の視点から考察してみたい。 

 

２．政策の根底にある認識 

 

「事業再構築」における経済産業省の基本認

識、政策の意義、目的を担当部長の解説からま

とめてみると以下のとおりである。 

当政策の背景にあるのは、「挑戦しなくなっ

た日本企業」に対する危機意識である。OECDの

調査(2012～2014)によると「製造業やサービス

業において新製品や新サービスを投入した企

業の割合は先進国で日本が最も低い。」、「営業

利益に対する、設備投資や研究開発の比率は着

実に低下している。」、「利益を投資に回さない

国になった。」この傾向が、コロナ禍の中でさ

らに進むのではないかという危機意識が背景

にある。 

「コロナ禍において、2020 年 11月の売上高

が前年同期と比べて 10％以上下落した企業は

約半数。その内 20％以上下落した企業は 32％。」

アフターコロナの時代において元のとおりに

戻る可能性は低いと厳しく考えておく必要が

ある。すなわち、「業態を変えなければならな

い企業が半分。今までの取引関係では生きてい

けない。」という認識である。 

「今までの商売とは別に、どんなことをやれ

ば、自分の会社の将来につながる資産を作れる

かチャレンジする必要がある。」新しいことを

やる場合、「最初のきっかけをなかなかつくれ

ない。」、「１兆円制度は最初の取り組み、可能

 

中小企業の“事業再構築”を考える 

～「中小企業等事業再構築」の支援に向けて～  

  

中小企業診断士  河本 吉弘 
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性に対して支援するものである。」 

この政策には、「我が国経済のダイナミズム

の源泉」たる中小企業への強い期待とチャレン

ジを感じる。 

 

３．経営戦略における“事業再構築” 

 

経営戦略論の中に、「オーバーエクステンシ

ョン戦略」と「身の丈戦略」という一見相反す

る考え方の戦略がある。 

今回の「事業再構築」はまさに「オーバーエ

クステンション戦略」の考え方に基づいた政策

である。 

 

３－１ オーバーエクステンション戦略 

 

 オーバーエクステンション戦略は、伊丹敬之

氏によって提唱された経営戦略の考え方であ

る。「多少の無理を承知の背伸び戦略」、「企業

が自社の持つ資源や能力を超えた事業に挑む

戦略」である。これは短期的に見ればリスクが

大きいが、成功すれば長期的な大きな利益が期

待できる。 

「昔から『カニは己の甲羅に合わせて穴を掘

る』という。穴とは戦略である。甲羅は自社の

能力・資源である。『甲羅にぴったりした穴』

にしすぎると、穴の大きさが邪魔になって、甲

羅が成長するための障壁になってしまう。カニ

の甲羅と企業の能力・資源は、ともに大きくな

っていける。『思い切った』戦略、甲羅よりも

大きな穴、が必要になるのである。」 

オーバーエクステンションは、「背伸びした

戦略を実行すれば、現場でなんとかしなければ

という緊張が生まれる。それが、人々の学習を

刺激し、結果として、企業の能力は伸び、成長

していく。」という論理である。 

第二次世界大戦後に日本で大きく成長した

企業はオーバーエクステンションで成功した

企業である。しかし、昨今は、大きな挑戦で大

きなリスクを背負い、失敗した企業も多くみら

れるのも事実である。 

 

３－２ 身の丈に合った戦略 

 

 一方、身の丈戦略は、「企業の持つ資源や能

力、組織風土に合わせた戦略」、「経営者の能力、

従業員の能力、企業の財力に合わせた戦略」で

ある。「あくまでも自分たちの強みにこだわり

続ける。無謀な賭けをしたり、自分たちの強み

を活かせない無謀な道に出て行ったりといっ

たことは、絶対にしない。」 

その背景には、「継続すること」に対する執

念がある。少しずつでも伸びていく、継続して

いくことを最も大切にする。 

しかし、身の丈戦略には、「自分の成長に『枠』

をはめ、成長を阻害する要因になってしまう。」 

「現状維持の戦略」、「『成長』、『変革』という

観念が希薄。」「企業の長期的発展には望ましく

ない。」という批判もある。 

 

３－３ 考察 

 

 いずれの考え方にも合理性があり、考え方自

体においてどちらが正しいか、ということでは

ないだろう。 

戦略は“ありたい姿に向けての道筋”である。

その企業のありたい姿に向けて、その時点にお

いて、どの道筋を行くのが望ましいか、という

選択の問題であろう。 

リスクのないビジネスはなく、要するにリス

クをどの程度を取るかということについての

経営判断の問題である。 

「身の丈に合った」とはいうものの、今現在

の経営資源のみで見るのか否か、能力を顕在化

している能力だけを見るのか潜在能力まで見

るのかで、判断は変わってくる。潜在能力を測

ることは極めてむつかしい。一見無理な戦略が

成功したのは、潜在能力があったということの
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証でもある。 

中小企業は、経営資源に乏しい。その中で新

たな事業に取り組む際は、「企業の能力・資源

は大きくなっていける」、「新事業の知識、ノウ

ハウ、スキルが蓄積されていく」という前提で

フォローしていく必要がある。 

 

４．経営革新における“事業再構築” 

 

４－１ 「改善」と「改革」 

 

 経営革新の用語として「改善」と「改革」

がある。言葉の一般的な定義、イメージは下

記のとおりである。 

改善：現状の枠組みの中で変えていく、小さ

く変化させる（業務改善、品質改善など） 

改革：現状の枠組みも変えていく、大きく変

化させる。（組織改革、制度改革など）  

この視点でみると、事業再構築は「改革」に

あたる。 

経営革新支援事業で表彰された中小企業の

事例の多くは、「現状の延長線上にある、身の

丈にあった、地道な改善活動または新たな取組

み」である。事業再構築でいうような大きな革

新の事例は少ない。 

常に革新努力している企業は、経営環境の変

化より生じる課題に対して一つひとつ地道な

改善活動を続けている。必ずしも特別なことを

やるのではなく、ある意味当たり前のことを継

続的に行っている。その積み重ねとして大きな

革新を実現している。 

大きく骨組みまで変える「改革」が必要とな

った企業は、「日ごろの革新努力が足らず、知

らず知らずのうちに市場環境との間に大きな

ギャップが生じた企業」といえなくもない。そ

の状態では、「改善」は焼け石に水であり、大

きく経営の枠組みを変える「改革」が求められ

る。 

「改革」には大きなリスクも伴う。無理な一

手が原因で破綻した企業は少なくない。中には

「起死回生」の改革で語られる成功事例もある

が、それらは幸運にも恵まれた極めて稀なケー

スであると思われる。 

しかし、いかに改善努力を続けていたとして

も、市場環境は時に大きな非連続的な変化をす

ることもある。その場合にも、「改善」では対

応できず「改革」が必要となる。 

今回のコロナ禍による環境の変化は、業種に

よっては非連続的といってもよい大きな変化

である。この変化に対応するには、「改革」す

なわち「事業の再構築」が求められる。 

環境の大きな変化は、新たなニーズを生み出

し、新たな課題を生み出す。すなわち新たなビ

ジネスチャンスを生み出す。この獲得に 

向けて「改革」すなわち「事業の再構築」を

していくことは企業の発展にとって必要であ

り、経済社会にとって望ましい。 

 

【平時にあるべき姿】 

 

【環境激変期にあるべき姿】 
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５．事例にみる“事業再構築” 

 

 かつて、「事業再構築」を求められた業種と

して酒販業界がある。90年代から 2000年代

の初めにかけて進められた酒販免許の規制緩

和、これは街の酒販店にとって、事業基盤の

崩壊ともいうべき環境の大変化であった。 

1989年 酒類販売免許の許可基準の緩和 

1997年 出店規制の段階的廃止が決定 

2006年 完全自由化 

 

５－１ 最も成功した事例 

 

 全国の酒販店の中、事業再構築に最も成功し

た企業は（株）カクヤスである。同社は、ピン

チをチャンスと捉え、事業再構築。80年代 2店

舗の街の酒屋から、現在は店舗数 143店、年商

1,000億円を超える大企業に成長した。この成

功を導いたのは「オーバーエクステンション戦

略」であり「改革」レベルの経営革新である。 

【事業再構築】 

「他社が真似できないお客様が喜ぶ仕組みを

つくろう」、「活路は宅配にしかない」 

 同社の事業再構築は、販売方法の大きな転換、

「業態転換」というべきものである。 

狙いは、宅配がスーパー、ディスカウント店と

差別化できる大きなポイントであるという点、

背景には、多くの酒販店がすでに宅配に消極的

になっていた状況の中、一般家庭の宅配への潜

在需要の高まりがあった。  

【事業再構築の実行】 

「真似されないためには短期間で唯一無二の

ポジションを確保する」、「配達もするディスカ

ウント店」の実現。 

・98年無料宅配サービスを開始 

・2000～2003 年の 3 年間で約 100 店を新規出

店、都内 117店舗体制を実現。 

・2004年～ 都内どこでも 2H以内ビール 1本

から無料配達」体制を実現。 

【成功要因】 

◆危機意識：同社を事業再構築に突き動かした

のは、「価格で勝負したら絶対かなわない」、

「自分の代で店はつぶれる」という強烈な危

機意識であったと思われる。 

◆明確なビジョン：「100 店舗くらい出店した

中 57 店舗が赤字だった。銀行の支店長には

『このままだと貸さない』と言われた。『一

軒一軒は赤字でも、東京 23 区全部の店舗が

一つの物流インフラ。これができれば他が真

似できないお届けモデルができあがる。全体

で３年後カクヤスがどうなるかを見てくれ』

という話をしてきた。」 

◆冷徹な計算：配達エリアを考えた戦略的な店

舗展開と効率的な物流の仕組みを構築。「デ

ィスカウントにすると粗利は 20％→8％。取

引先の損益分岐点は 500軒。配達がペイする

ためには、1 人 3～4 軒／H の配達が必要。

可能な圏内は 1.2ｋｍ。」 

 

５－２ 成功した事例 

 

地域顧客へのきめ細かな対応と提案力アッ

プをはかる「配達中心店化」、独自商品、売り

場の面白さ、イベントで特定ファンをつくる

「専門店化」、ワンストップの利便性を訴求す

る「総合食品型化」など、業態転換を進めてい

った酒販店は生き残り、成長した企業も少なく

はなかった。 
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５－３ 失敗した事例 

 

しかし、大多数の酒販店は事業再構築に失敗、

あるいは取り組めなかった。 

1997年→2007年の 10 年間で、街の一般酒販

店は、商店数：△32％、△25千店、販売シェア

（量）：65％から 28％に減少した。 

急激ではなかったが、明らかな環境の大変化。

衰退し廃業していったのは、「なんとかなるだ

ろう」と根拠のない期待で甲羅の中に閉じ籠っ

ていた企業、また改善には取り組んだが、小さ

な中途半端なことしかやれなかった企業であ

ったと推測される。 

 

６．“事業再構築”の支援に向けて 

 

６－１ 必要性の見極め 

 

大きく変化させる必要性を見極める。大きく

変える必要性がある企業は、経営の基盤が崩れ

ている企業、変わる能力のある企業である。必

要性もないのに大きく変えようとすると、効果

が出ないだけでなく経営全体ではマイナスと

なる。必要性が低い場合は、小さな改善を継続

して行っていけば良いと考える。 

 

６－２ 実現性の見極め 

 

大きな変化に耐えられるかどうかを見極め

る。事業再構築は人間にとってみれば大手術で

あり、それに耐えられるかどうかの見極めが必

要である。第一は、経営者の気力である。経営

者には相当の覚悟が求められる。第二は財務力

である。この２つが不十分な状況では成功は難

しいと考える。 

 

６－３ 事業計画の作成 

 

将来どうありたいかのビジョンの明確化、あ

りたい姿に向けての道筋をしっかりと描いて

おくことの重要性は言うまでもない。事業計画

を作成し、変わる方向と、変えるポイントを定

めておく。新規事業では、あらゆる面で不確実

性が大きく予期せぬ事態も多い。環境変化を敏

感に捉え、対応をスピーディにしていくために

も事業計画は必要である。 

 

６－４ リスクの認識と対策 

 

事業再構築はリスクをテイクしたというこ

とでもあり、行く手には大きなリスクがあると

いうのが基本認識である。想定されるリスクは

事前に認識し、事前に対策をしておくことが必

要である。特に内部要因への対応は重要である。

「改革は必ず抵抗を伴う。」「人は、新しい仕事

に取り組むことには躊躇し、自信のないものは

避ける傾向にある。」 

 

６－５ 成果の実現に向けて 

 

事業再構築は、いうなれば企業の骨組みの再

構築であるが、新しい骨組みができれば成果が

得られるというものではない。それにふさわし

い業務プロセスが構築され、さらにそれを動か

せる知識・スキル・ノウハウが獲得されて初め

て成果が得られる。これらは自ずと獲得できる

というものではなく、企業として意識的にフォ

ロー、サポートしていく必要がある。 

 

７．おわりに 

 

 中小企業診断士として事業再構築促進事業

に参加中である。本論文での考察により、やや

もやもやとしていた考えと気持ちが整理され、

クリアになった。事業本来の目的をしっかりと

見据え、中小企業の事業再構築、経営革新を支

援していきたいと考えている。 
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１． マーク・サビカスのキャリア構築理論 

 

 マーク・サビカスのキャリア構築理論とは、

人は自身の個性や職業行動、職業経験に意味を

付与することにより、自らのキャリアを“意味

あるストーリー”として構成するものだとする

理論です。 

日常的な小さなストーリー（マイクロナラテ

ィブ）を大きなストーリー（マクロナラティブ）

に統合することにより、予期しなかった過去の

出来事、経験に納得できるような意味を与え、

一貫性のある全体（キャリアストーリー ）へ

と構成し、自身の未来の抱負（キャリアテーマ）

として個人的な意味を与え、その結果として将

来に見通しを与える効果が生まれると考える

ものです。支援技術の観点としては、ライフヒ

ストリーの構成を手助けすることにより、人生

に指針をもたらす効果が期待されるものです。 

２．自己概念の成長 

 

自己概念とは、自身を捉えたときの自己像、

あるいは、自身が“良し”としている「モノの

見方、考え方」です。 

 

私自身を振り返って自己概念の成長を次の

ように整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1：マーク・サビカスのキャリア構築理論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア構築理論に基づくミッション理解の構造 
 
 

 中小企業診断士  國米 泰弘 

 

自分はともかく他者が幸福になってほしい 

自分だけでは無く相手も社会も良くなって欲しい 

自分さえ良ければ良い 

（人の気持ちが分からない） 

 

過去から現在にまたがる
自分のライフテーマを

Golden Thread 
（金の糸）と呼ぶ 
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３．経験代謝（経験の再現～意味の出現へ） 

 

経験代謝とは、経験からの「学び」を構造化

した概念で日本キャリア開発協会（JCDA）が提

唱した考え方で同協会が登録商標としている

言葉です。キャリア構築理論を支える原理とい

えるかと考えます。 

これは「経験の再現」から「意味の出現」へ、

さらに「意味の実現」へと、自己概念の成長を

促すプロセスと言えます。 

先のマーク・サビカスのキャリア構築理論で

いえば、自身の小さなストーリー（マイクロナ

ラティブ）から大きなストーリー（マクロナラ

ティブ）をさらには、過去から現在にまたがる

自分のライフテーマ Golden Thread（金の糸)

発見を促すツールとして見ることが出来ます。 

 

図表 2：経験代謝サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本キャリア開発協会 主催 技能講習（カウンセリン

グ）教材より 

 

４．ミッションの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人によっては自身がこの世に生を得た意味

（この世に生を受け、生れ出た本来の目的）な

どのような次元で意味づけることもあります。 

 

５．仕事理解と自己理解 

 

 私自身は、仕事の定義を「他者の期待に応え

ること」としています。 

そして、キャリアカウンセリングでは、面談者

の「仕事理解」、「自己理解」といったものを重

要なキーワードとしています。 

私個人の概念の整理として、「仕事理解」＝

「自己理解」＋「他者理解」と考えており、「仕

事理解」が成立するためには、「自己理解」、「他

者理解」ともに欠かせないと考えています。「他

者理解」には情操教育の必要性も感じるととも

に「自己理解支援ツール」も提供されるべきな

のではないかと思います。 

そういう観点から、マーク・サビカスのキャ

リア構築理論や経験代謝サイクルの理論が有

効と思われ、民間で自己理解支援ツールの体験

と自己のライフテーマやキャリアテーマ発見

を目的とする研修の開発も行われています。 

自身の課題ですが、経営コンサルタントして

他者とかかわりをさせていただくという仕事

をする上で、説得力を持つには、「自己一致」

が必要となります。「自身が言っていること」

と「自身が行っていること」、「出来ていること」

の一致が必要で、せめてそれに近づく努力は欠

かせないと思っています。 

 その意味で、日常生活中の会話で用いられる

言葉で恐縮ですが、「ガチ」という言葉表現に

惹かれます。私はこれを「計画」＝「実行」＝

「成果」の 3要素が一致する、三位一体を示す

言葉として使用しています。実行しない計画、

実行されない計画、成果につながらない計画を

徹底的に排していく必要を当たり前のことで

すが改めて強く感じます。また自己一致の延長

線上で、永守重信氏の流儀である、「すぐやる! 

仕事の使命 

自身の一生の意味付けなど 

のより高次の次元 

ライフテーマ 
キャリアテーマ 
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必ずやる! 出来るまでやる!」を「自分自身に

すぐやらせる! 自分自身に必ずやらせる! 自

分自身に出来るまでやらせる!」としています。 

 

６．「成功体験の獲得」から「アウトプットイ

メージの獲得」、そして「自己の成功」へ 

 

 他者を支援するために、あるいは自身が目標

達成を遂げるうえでのアプローチとして「成功

体験の獲得」から「アウトプットイメージの獲

得」という流れが妥当なのではないかと思って

います。組織内にいる場合には、組織を活用し

てより大きな事が出来るという経験の有利性

があるように思います。組織を離れた個人のコ

ンサルタントとしてはできにくいことです。 

 この「アウトプットイメージの獲得」からの

目的達成について例として、藤井聡太氏の将棋

をみて思ったのは、中盤から終盤に至るかなり

前からアウトプットイメージ（詰み）を持ち、

相手玉の「詰み」の条件として足りないもの（持

ち駒と形勢）を明確にし「詰み」に必要な持ち

駒と形勢を得ることを導いているように思え

ました。これは、「アウトプットイメージ（詰

み筋）」からの「逆算のトップダウン思考」と

言えるのではないかと思います。 

 

７．組織マネジメントの構造として 

 

組織マネジメントとして、①組織風土、②

仕組み、③運用の 3層で考えています。ここ

で、個人的に、仕組み＝ルール＋ツールと整

理しています。 

 第 1層の組織風土については、米国ギャラッ

プ社の優れた職場の 12 条件を個人的に、次の

8条件としてまとめ整理しています。 

 

Q01．職場で自分が何を期待されているのかを知って

いる。 

Q02．職場で得意なことをする機会が毎日与えられて

おり、 

仕事の進め方など意見が求められたり、打ち合わせに

参画 

したりする。 

Q03．仕事について成長機会があった。 

（成功体験があった。自信が持てた。） 

Q04．仕事をうまく行うために最適な材料や道具を与

えられている。 

Q05．職場の同僚の真剣さに刺激を受けた。 

Q06．最近、ほめられた。上司が気にかけてくれてい

る。 

Q07．職場に親友がいる。 

Q08．仕事にやりがいを感じる。 

 

８．まとめ 

 

 最近思うこととして、一つは、成果は有効な

行動量に比例するということです。 

 2つ目は、診断士は見識の幅広さが求められ

る役割上、価値創造の真ん中におり、本来は、

士業の真ん中に位置してこそ、社会的にも価値

を生み貢献することが出来るのではないかと

考えています。 

3つ目は、経験代謝について「経験代謝の効

果と限界」ということが示されており、その中

で、限界について、①（面談者の）内省が機能

しない場合、②継続的な支援が難しい場合、③

取り敢えず今の状況を上手く対処する必要が

ある場合、ということが示されています。これ

は私たちが行うコンサルティングにおいても

同様に限界が生じる場面といえるかと思いま

す。 

 

 

 



- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

日本キャリア開発協会 技能講習（カウンセリング）

自己理解支援ツールの体験とアプローチの習得 

＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞ 

 

著者紹介 

 

氏 名：國米 泰弘 

略 歴：1978年 慶應義塾大学卒業 

経営空間研究所(Ｒ)代表 

中小企業診断士、ＩＴストラテジスト

（経済産業大臣認定）、 

キャリアコンサルタント（国家資格）、

日本キャリア開発協会ＣＤＡ（キャリ

ア・デベロップメント・アドバイザー）、 

ＩＴコーディネータ（経産省推進資格） 

岡大大学院自然科学研究科ＭＯＴ（技術経営）

コース修了 

専 門: 経営全般領域 

著 書：「インターネット営業術」ＰＨＰ研究 

所（共著）、「ＩＦＲＳ国際財務報告基準入門」

同友館（共著）他、多数  

http://www.amazon.co.jp/dp/4496046164


- 47 - 

 

 

目  次 

 

１．はじめに 

２．バランスド・スコアカードとは 

３．おわりに 

 

１．はじめに 

 

2000 年にバランスド・スコアカードが経営

手法として注目を浴びた。しかし、現在ではバ

ランスド・スコアカードの名前すら聞くことは

少ない。バランスド・スコアカードの概要は下

記である。 

図表 1 バランスド・スコアカードの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスモデル 

 

私だけかもしれないが、バランスド・スコア

カードで目新しさを感じたのは左のビジネス

モデルの部分であった。先日 DX（デジタル ト

ラスフォーメーション）の記事で、このビジネ

スモデルの部分が使われていた。これがこの論

文を書く動機である。ビジネスモデルとは、企

業が顧客に対して、いかに価値を創造し、届け、

収益上げるかについての論理的根拠を記述し

たものである。 

財務の視点、顧客の視点、業務の視点、学習

と成長の視点はビジネスモデルを構築しやす

くする役割があり、バランスド・スコアカード

の考え方を作り出した時に新たに作られた考

えでなく、それ以前から存在した考え方をバラ

ンスド・スコアカードに適用したと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バランスド・スコアカード 

 

 

 

ビジネスモデルと戦略の分割について 

 

 中小企業診断士  藤原 敬明 

財務の視点 

顧客の視点 

業務の視点 

学習と成長の視点 

重要成功要因の設定 

業績評価指標の設定 

数値（ターゲット）の設定 

アクションプランの策定 

ビジョンと戦略の作成 戦略目標の作成 
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バランスド・スコアカードの考え方は右側の計

数的な考え方が主と考える。 

ビジネスモデルは自社の「儲けの仕組み」に

明確に指し示してくれる。しかし、競争相手と

の差別化を軸にした、“持続的な競争優位性”

を指し示してくれているとは限らない。ビジネ

スモデルは戦略とは呼ばない。戦略は差別化を

軸にした持続的な競争優位性を確保すること

である。 

この論文はビジネスモデルと戦略を分けて

考えることを書いた。今まではビジネスモデル

の中に巧みに戦略を組み込ませることが優れ

た戦略と考えられてきた。競合会社に戦略を知

られないように、金庫の中に鍵を掛けてしまっ

ておくことが常識と考えられていた。しかし、

最近ではビジネスモデルと戦略を分けて考え

ることが重要と考えられるようになった。 

そのひとつ要因が経済誌等でのビジネスモ

デルや戦略の研究により、隠していた戦略が表

に現れてしまうことである。それ以上に重要な

のが組織の問題である。組織の問題はビジネス

モデルや戦略とは異なる問題である。組織が戦

略を生む、逆に組織は戦略に従うとの考えがあ

り、組織は戦略を実行しやすくする面もあれば、

逆に足枷となる面もある。組織がより戦略を実

行しやすくするためには戦略を金庫の中にし

まい込むより、戦略を組織に浸透させる方が良

い。そのために、戦略を公開し、組織に戦略を

浸透させる。 

今の社会は変化が大きく、戦略を実行するた

めには社員に多くの行動変容が求められてい

る。戦略をマネする競合相手は一般的に組織力

が劣る企業が多く、容易にはマネされない。 

高度成長期には「3C」(カラーテレビ・クー

ラー・カー〈自家用車〉)と呼ばれる商品を争

うように消費者は買っていった。ただ、隣が N

社のカラーテレビを買えば、我が家は T社のカ

ラーテレビを買う状況だった。消費者も他社の

あの製品と同じ製品があなたの会社にあるか

と言う意識だった。そのため、競合会社がヒッ

ト商品を出すと、他社はこれに追随して似た商

品を開発した。戦略をマネすることが日常的に

行われていたため、戦略は隠すことが一般的に

行われていた。 

1980 年代のバブル時代の日本車はどこかヨ

ーロッパ車のスタイリング(デザイン)が似て

いた。この頃のものづくりの強さは価格が少し

安く、品質が少し高いだけでなく、他社のスタ

イリングをマネして、オリジナルの会社より早

く開発し、上市させるものであった。 

 

２．バランスド・スコアカードとは 

 

 戦略・ビジョンを 4つの視点（財務の視点・

顧客の視点・業務プロセスの視点・学習と成長

の視点）で分類し、その企業の持つ戦略やビジ

ョンと連鎖された財務的指標、及び非財務的指

標を設定する必要がある。従来の財務的指標中

心の業績管理手法の欠点を補うものである。 

このバランスド・スコアカード（BSC）の概

念は、業績評価システムから出発し、経営者情

報システムとして発展した後、キャプラン/ノ

ートンの最新著作においては、戦略的経営シス

テムとして位置付けられている。 

典型的なバランスト・スコアカードの組み入れ

られている内容は以下の 4 つのプロセスにな

る。 

◆ビジョンを実現可能な目標に翻訳する。 

◆ビジョンについて議論し、個々の業績と

リンクさせる。 

◆ビジネス計画立案。 

◆フィードバックと学習により、戦略に修

正を加える。 

4 つの視点とは、財務の視点、顧客の視点、

業務プロセスの視点、学習と成長の視点であり、

視点ごとに目標、業績評価指標、ターゲット、

具体的プログラムが設定される。 
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(1)財務の視点：株主や従業員などの利害関係

者の期待に応えるため、企業業績として財務

的に成功するためにどのように行動すべき

かの指標を設定する。 

(2)顧客の視点：企業のビジョンを達成するた

めに、顧客に対してどのように行動すべきか

の指標を設定する。 

(3)業務プロセスの視点：財務的目標の達成や

顧客満足度を向上させるために、優れた業務

プロセスを構築するための指標を設定する。 

(4)学習と成長の視点：企業のビジョンを達成

するために組織や個人として、どのように変

化（改善）し能力向上を図るかの指標を設定

する。 

以上、バランスド・スコアカードは財務中心

的な経営戦略を表している。最初に財務の視点

がきており、ここに主眼を置き過ぎると「選択

と集中」のような現在において利益率の大きな

製品やサービスに特化しましょうということ

になる。農業での例になるが、利益率の大きな

作物は大都市の高級レストラン向けの野菜の

販売であった。新型コロナウイルス感染症の影

響で都会の高級レストランは営業自粛要請で

苦境に立たされている事業者が多い。そして、

そこへの農産物の出荷に集中した農家も苦境

に陥っている。 

 

２－１ 財務の視点 

 

財務の視点ではまず損益計算書にあるよう

に売上高から売上原価を差し引いた売上総利

益の範囲内で販売費及び一般管理費を賄える

ように事業形態を決定する。販売費及び一般管

理費が減らない状況で、売上総利益率を改善さ

せるには困難さが伴う。売上総利益率の改善に

は次に記述する顧客の視点が重要になる。 

財務の視点では売上高である「客数×客単価

×回転数」が重要になる。一見すると飲食店に

しか適用できないように見けられるが、製造業

でも使用できる。例えば、自動車部品会社では

「部品点数×部品単価×納入数量」と表せる。

設備製造業では客数は案件数であり、客単価は

そのまま案件の単価であり、納入数量はほとん

どの場合１となる。 

一方、営業の場合、顧客回りを行い、購買が

期待される顧客をホット客と呼び、ホット客と

して自動車販売の場合には現有車の査定を行

うのを一つの指標としている。営業で好成績を

出し続けるためには常にホット客（査定したお

客様）を持ち続けていることが強要されていた。

バランスド・スコアカードの業績評価指標とし

てホット客数を設定することが多い。 

最近では電話回線や新電力で営業活動を行

っている。アポインターと呼ばれる電話でホッ

ト客を見つける役目と、ホット客と商談し契約

にする営業（クローザー）に分かれている。 

次に財務の視点では損益分岐点分析が重要

となる。ただ単に、財務分析を行い、損益分岐

点を見つけ、売上高がその損益分岐点を下回ら

ないように販売促進策を打ち続けるのも難し

いこともある。売上高が落ちると広告宣伝費を

増やすことも行われている。 

売上高が下がる範囲を予測し、人件費や固定

費をフレキシブルに下げられる仕組みを構築

する。人件費は派遣社員の受入れや期間社員の

応募、シフト制の導入等がある。固定資産に対

しては所有するか、賃貸にするかがある。 

 

２－２ 顧客の視点 

 

 顧客の視点は大きく 2つに分かれている。 

① 顧客のニーズ 

② 顧客に対する価値の提供 

顧客ニーズに対しては言い古されたことで

はあるが、顕在化されたニーズと潜在的なニー

ズがある。サラリーマン時代の逸話を２つ紹介

する。 

どのようなクルマが売れるどうかわからな
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い。消費者にどのようなクルマを買いたいか聞

いてみて、そのとおりに作ればヒット間違いな

しと主張する人がいた。また、どの商品がヒッ

トするかわからない。商品開発は博打と同じで

あるとの主張である。当時、一見売れそうなク

ルマが全く売れず、不格好なクルマが売れてい

た。 

当時の私の知識ではこの主張を論破するこ

とはできなかった。今なら当然のこととして、

顕在化したニーズを集めた商品がヒット商品

になることはないと言える。商品には感動を与

える驚きの仕組み、つまり潜在的なニーズに対

応する必要がある。 

今、流通業に対してはタイムマシン経営と言

われているものがある。流通業や消費者意識の

進んだアメリカの流通業を視察して、アメリカ

で発生した変化は何年後には日本でも起こる

と言う考えである。あたかもタイムマシンに乗

って未来（アメリカ）を訪れ、これから起こる

変化を過去（日本）で実践することによって成

長してきた。 

最近では、逆タイムマシン経営という言葉も

聞くようになった。過去から見えてくる経営の

本質を研究して未来に役立てると言う手法で

ある。過去に生起したファクトの背景や状況を

「文脈」で理解し、そこから導き出される本質

を見抜くセンスと大局観を養う手法である。 

製造業や流通業ともに主に欧米の企業をキ

ャッチアップすることで成長して来て、そのた

め、未来を見通す力は持ち合わせていなかった

ようである。文脈やストーリーと呼ばれるもの

が良く分からない状況で未来を予想するのは

難題であり、なれ親しんだものづくりの能力に

頼り過ぎたのであろう。 

顧客の視点でよく使われる手法に 3C 分析が

ある。自社（Company）、顧客（Customer）、競

合（Competitors）を分析する方法である。ビ

ジネスモデルと戦略を同時に策定する方法で

ある。今回はこれを分けて考えることになる。 

前述したとおり 1980 年代の頃までは消費者の

価値観は同質化していた。隣が新車を買えば、

我が家も新車に買い替える競争心が残ってい

た。それが若者の車離れという現象が発生し、

消費者の価値観が少しずつ変化していった。か

つて戦略を隠していたのは、消費者の価値観が

同質化しており、戦略をマネされやすかったた

めである。1995年以後に生まれた Y世代、2005

年以降に生まれた Z 世代の若者は消費活動に

おいて同質的でなく、隣が新車を買っても対抗

心を持つことなく、自分にとって価値があるか

どうかで消費を決める傾向にある。消費者の価

値観が分散化したため、それぞれの企業は独自

の顧客を持つことができるようになった。その

ため、戦略が他社に知れても、マネする企業は

少なくなったと考えられる。企業は独自の消費

者を顧客とし、棲み分けをすることが可能とな

った。1980 年代のバブルの時代にも棲み分け

を主張する自動車会社はあったが。その時は米

国への日本車の自主輸出規制があり、米国で日

本車はカルテル状況にあり、多額の利益が出て

いた。その利益を日本で使い、国内の自動車市

場で苛烈な価格競争を行っていた。この価格競

争を止める、もしくは緩和するため、某自動車

会社が棲み分けを提案した。しかし、この時は

高級車志向で消費者の価値観が同質化してお

り、流行は変わっても大きな流れとなって変化

するため、棲み分けができる状況ではなかった。 

顧客の視点の中にブランドというものがあ

る。私が在籍した会社では、旧財閥系の名称を

社名に使っているため知名度は高く、知名度と

ブランド力を混同していた。知名度とブランド

力は異なると主張する人達も少なくなかった。

ブランド力が高いと主張することによって、自

分の考えを主張したいと考えるひとがいたも

のと推測される。 

かなり以前からブランド力は重要と言われ

ていた。しかし現在では高級なブランドイメー

ジだけでなく、消費者の価値観が分散したため、
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自分に合っているブランドかどうかが問われ

るようになっている。 

 

２－３ 業務の視点 

 

 業務の視点としては大まかに需要予測とサ

プライチェーンマネジメントの 2 つに分かれ

ると考える。需要予測はマーケティングの 4Ｐ

（製品、価格、立地、販売促進）つながりが強

い。一方、サプライチェーンマネジメントはト

ヨタ生産方式の研究の中で有効性が検証され

た手法である。内製品を含めたサプライチェー

ンを対象にしている。 

需要予測に関しては三重県伊勢市で土産物

店や和食堂・屋台などの商業施設を営む創業

100 年の老舗である有限会社ゑびやのビッグ

データ・AIの活用の例がある。伊勢神宮の門前

町で名物の伊勢うどんと土産物を扱う店であ

る。2012年から積極的に IT導入を進め、2016

年に AI を活用した来客予測を開始したことで

生産性を劇的に向上させた。過去 2年分の「気

象」「来客」「注文」のデータから 1時間ごとの

来客数やメニューを予測し、食材の使用量や業

務オペレーションのマネジメント効率を上げ、

売上を 6 年間で 4倍超、営業利益を 12 倍と伸

ばしている。廃棄ロスを 7割削減し、原価を大

幅に下げたことで、食材を値切ることなく買い

付けできるようになり、メニューの質・単価も

向上させている。一方で従業員の労働時間を削

減し、年間休日 120日と従業員の給与の増額を

実現している。 

このような需要予測は程度の差があるが、ど

の店でもできる訳ではない。伊勢神宮という観

光地に備わった観光予報プラットフォームの

宿泊予測等のオープンデータがあるから精度

の高い需要予測が可能となった。宿泊予測とい

っても、予測する前の宿泊予約数のデータが使

用されている。それは個々のホテルや旅館の宿

泊者数を合計したものである。数が少なくなっ

たとはいえ、観光バスの駐車場予約のデータも

あるはずである。 

観光地全体の観光客数が予測でき、当社のお

客様の予測ができる。当社のお客様数はシェア

と言い換えることもできる。一般的によく行わ

れている需要予測と同じである。ただ、ゑびや

の場合は、需要予測の精度が上がったことで廃

棄する食材が減り、以前はリスクが高くて扱え

なかった商品の販売することで売上高や営業

利益を増加させた面があると考える。また、廃

棄ロスについても、廃棄ロスの水準が減ってい

るため、店頭での販売促進によって更に引き下

げることが可能になった面があると考えられ

る。 

同様の需要予測は、ライドシェアを行ったウ

ーバーやリフトも行っている。これらライドシ

ェアは日本では法規制もあり普及しなかった

が、アメリカの例では空港と市街地を結ぶドル

箱路線で稼いでいたが、新型コロナウイルス感

染症の影響で空港利用者が大幅に減ってライ

ドシェアはあまり名前を聞かなくなった。 

ライドシェアの仕組みは町の中でどのよう

なイベントが開催されて、どこで需要が発生す

るか分析し、ライドシェアの運営会社が利用者

に情報を提供する。運営会社は情報量を、利用

者はお客が増え収入も増える仕組みである。上

述のゑびやの場合も、観光予報プラットフォー

ムのビックデータの活用例となる。 

もうひとつのサプライチェーンマネジメン

トの場合、起点は顧客の視点となる。高度成長

期と異なり、個人個人が自分に合った商品を買

い、他人のことをあまり気にしなくなった、そ

のため、企業はある特定の集団を顧客にするこ

とができるようになった。 

かつてはコストリーダーシップ競争では、一

番大きなシェアを獲得した企業が量産効果に

より一番コスト競争力があるというものだっ

た。しかし、上記のように企業が例えば顧客の

価値観や消費でのこだわりを軸に差別化を行
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うならば、各々の企業は自社の価値観やこだわ

りによって独自のサプライチェンを構築し、コ

スト競争力を持つことができる。 

例えば、回転寿司の場合 A社はラーメン等の

サイドメニューを強化する一方で、B社は標準

品より少し大きなネタで差別化を行う場合、問

屋に少し大きいネタにしてくれと頼む場合、A

社の規模が大きければ A 社より安い仕入れ価

格はでない。 

しかし、B社が全国各地の漁港の水産会社と

共同で加工工場を設けサプライチェンを構築

すれば、A社は B社同様の効率の良いサプライ

チェン網を設けることができなくなる。 

また、ハンバーガーチェンの場合、コストリ

ーダーシップを持つ C社に対して、D社は有機

野菜を好む消費者向けに、有機野菜使ったハン

バーガーを生産・販売する。野菜は季節によっ

て産地が変わり、産地をつないだサプライチェ

ンを構築すれば、C社に対しても有機野菜とい

う面でコスト競争力を持つことになる。 

サービス業においても情報共有することで

サプライチェンを構築した例がある。サービス

の一連の流れであるから正確にはサプライチ

ェンとは呼ばないと考えられる。 

少し以前の例であるが、多くの課題を IT 化

によって解決し、業界をリードする老舗旅館が

ある。神奈川県秦野市の鶴巻温泉にある、大正

7年創業の「元湯陣屋」である。 

2009 年のリーマンショックで倒産の危機に

直面した際、それまで紙で管理していた顧客情

報をデータ化するなど、IT 化によって業務の

ムダを減らす改革をスタートした。 

マニュアル化しないことが美徳で、ひとつひ

とつの業務が細分化されている上に属人化さ

れてした。『ある特定の人に聞かないと分から

ない』ことだらけだった。職人のように先輩の

背中を見て学ぶ覚え方は、仕事の意味を自分で

考えながら技術を身につけられるといったメ

リットはある。とはいえ、効率的とはいえずノ

ウハウも共有されないため生産性はどうして

も落ちてしまう。 

1人ひとりの業務が細分化され、マルチタス

ク化ができないため、当時は客室数 20 に対し

120人もの従業員がいた。顧客情報は紙の台帳

でフロントに集約されるため、各業務担当者へ

の指示の多くはフロント係を通して届く。本来、

上下関係はない業務上の立場に「指示を出す

側・出される側」といった感覚も生じていた。 

従業員同士が簡単に情報共有できるオンラ

インツールの開発から始まった。それまで紙の

台帳でフロントが集約管理していた顧客情報

をオンライン化し、タブレット端末で誰でも見

られるようにした。情報が共有されたことで、

全員が率先して業務に当たるようになった。 

顧客情報管理といっても最初は、お客様の予

約情報を入力するだけの簡単なものであった。 

顧客の好みや浴衣のサイズ、料理を提供する際

に役立つ利き手の情報など、さまざまな情報を

データで残していった。開始から 1～2 年経つ

と、リピートの顧客に対する登録情報をもとに

した接客が、「こんなことまで覚えていてくれ

たのか」と喜ばれるようになり、やりがいにつ

ながったという。 

この話を引用したきっかけは、テレビを見て

いて番組の中で他の旅館で情報共有として、大

型ディスプレーが映し出されたことである。仲

居さんらしき人がディスプレーを確認してお

膳を運ぶ姿が映し出されていた。お客様の情報

がディスプレーに映っていると思った。 

情報共有することでサプライチェンを強化

している良い例と思う。最近、DX（デジタル・

トランスフォーメイション）が言われている。 

第 1 段階は「自動化」。これまで手作業で行っ

てきたことや単純な反復作業などを自動化す

ることで、省力化や時間節約などのメリットを

得られる。 

第 2 段階は人間の判断を必要としない事柄

を AI（人工知能）に任せること。 
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第 3段階は、自分の意思決定について、多く

の人々の意見を反映できるようにすること。 

上記の情報共有は、第３段階のであると考え

られる。会社をデジタル化に合わせるのではな

く、会社のためにデジタル化を図ることが、本

当の意味でのデジタル化である。 

 

２－４ 学習と成長の視点 

 

 学習と成長の視点は企業組織の成熟度を示

している。経営計画等を作成する時にビジネス

モデルと戦略を中心に考えることが多いが、学

習と成長の視点はビジネスモデルと戦略を成

功に導く重要な鍵となっている。 

日本企業一般に言われることがある。日本は

生産現場の生産性は高いが、日本全体の生産性

は低いと一般的に言われている。このことは私

の入社した 1980 年代には既に言われていた。

その頃には人のホワイトカラーの生産性が低

いと推測されていた。当時はよくわからなかっ

たが、現在では「働かないおじさん」として問

題として提起されている。 

若い時は一生懸命働くが、管理職になると働

かなくなる現象を表している。これは英語のマ

ネジャーを管理職と訳したことから発生した

誤りが大きいと考えられる。本来のマネジャー

役割は人（部下）を活用することによって生産

性を上げることである。それがいつのまにか、

部下を管理することに変容してしまった。部下

への仕事の割り振りとスケジュール管理をす

る管理をするたけであった。 

管理職になると給与は上がり、仕事は楽にな

る時代であった。私の入社当初は、部下の仕事

の成果を上司に提出するのが管理職の仕事と

公言する人がいた。アメリカの販売子会社でも

管理職になると、部下に対して仕事を熱心に行

うように叱咤激励していた。部下が熱心に仕事

すると上司である自分が昇進し、昇進したら部

下であるあなたを昇進させる。すると私のよう

に楽がなると言っていた。アメリかの会社だか

らアメリカ流の仕事のやり方をするのではな

く、親会社流の仕事のやり方になってしまうと

いう話であった。 

日本の給与制度は若い時は生産性以下の給

与で、高齢になると若い時の未払い分を受け取

っているというラジアー理論がある。最近では、

高齢になると給与が上がり過ぎて、その給与額

に見合うだけの仕事ができていないだけとの

論調もある。しかし、実際にはどの会社も高齢

者比率が大きくなると、若い社員がいないと企

業存続も危うくなると考えている。このことか

ら考えて、高齢社員は若い人同様に新しいこと

に挑戦しなくなっているという問題を抱えて

いる。 

生産部門の生産性が事務部門より生産性が

高いのは、生産現場の社員は高齢になっても同

じ仕事を続けているためと推定される。ただ、

生産現場において必ずしも生産性は高いとは

考えられなくなっている。大企業では中小企業

からの部品購入価格を引き下げることによっ

て、自社の利益を増やしている会社もある。こ

の方法では、正確には生産性を上げているとは

いえない。 

トヨタ生産方式について、一部分をマネする

のは難しい。全体をマネしなければならないと

言っていた人がいた。トヨタ生産方式はトヨタ

自動車の業務の視点そのもの、つまり内製品を

含むサプライチェーンそのもの思う。少し前、

トヨタ自動車はトヨタ生産方式から、トヨタウ

ェイを分離させ、これは学習と成長の視点を表

していると考えられる。 

トヨタ生産方式はトヨタ自動車のビジネス

モデルの業務の視点と学習と成長の視点が一

緒になったものと考えられる。トヨタ生産方式

を自社に導入しようと思ったら、自社のビジネ

スモデルに合わせてトヨタ生産方式のパーツ

を再配置しなくてはならない。トヨタ生産方式

を全てマネすることはトヨタ自動車のビジネ
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スモデル、つまり高い販売能力までマネしなく

てはならない。そのようなことは到底できない

ことである。 

学習と成長の視点で重要なことは、会社とし

て社員の技術・技能に対して期待する水準を明

確にし、それを社員に伝えることである。社員

としての技術・技能は業務の視点、つまり、内

製品を含むサプライチェーン・マネジメントを

自ら高度化していくことを伝える。その時、顧

客の視点において、わが社はどのようなコア顧

客を持っているか、このコア顧客の価値観等が

変化する時は顧客に追随しなければならない。

これが学習と成長の視点である。 

教育は下記となる。 

①会社の社員に対する期待を作成し、社員に

伝える。社員全員の役割を明確にし、社員に

伝える。 

②会社の期待に沿って社員を評価する。 

③評価に対して処遇を決める。 

④期待と評価にギャップがあるときは是正

する。 

 

３．おわりに 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で多くの

飲食店が苦境に立たされている。飲食店の生

き残り戦略としてテイクアウトやデリバリー

が推奨されている。多くの飲食店が行うテイ

クアウトやデリバリーが戦略なのかと思うこ

ともある。個々の飲食店にとっては普段行わ

ないとの理由により戦略なのだろうと思う。 

居酒屋などでは料理の原価率を上げて、料

理がお買い得であることによって集客し、酒

販売で利益をあげているケースがある。この

ような店では新型コロナウイルス感染症の影

響で酒を提供できなくなると閉店に追い込ま

れる。 

その一方で、マクドナルドやモスバーガー

の店ではもともとテイクアウトはどの店舗で

も行っていて、デリバリーはウーバーイーツ

や出前館の事業拡大によってどの店舗でも可

能になりつつある。 

飲食店のテイクアウトやデリバリー事業の

追加は、戦略というよりも新型コロナウイル

ス感染症対策としてのビジネスモデルの再構

築という面が大きいと考える。戦略とビジネ

スモデルは区別することは難しい。戦略はど

のような顧客を対象に事業を行っているかで

分ければ、事業そのものはビジネスモデルと

なる。ビジネスモデルの財務の視点や顧客の

視点は戦略と共通する面が多くあるが、業務

の視点と学習と成長の視点では社員は粛々と

行うことができる。 

ビジネスモデルは財務の視点の「客数×単

価×回転数」で売上高を計算し、その売上高

で利益が出ているかを検証するのが損益分岐

点分析となる。損益分岐点分析で利益を出す

方法として、ひとつはどの様な顧客を選ぶ

か、もうひとつはその顧客に対してどのよう

に利益を出すかというサプライチェン・マネ

ジメント（業務の視点）とサプライチェン・

マネジメントを強化する学習と成長の視点で

ある。 

業務の視点と学習と成長の視点は、戦略が

顧客を分け合うことが前提であるが、戦略に

影響されず粛々と業務を行っていくことがで

きる。 

顧客の視点は昔 GMという自動車メーカーは

所得階層ことにクルマを作った、それがライ

フステージに移っていった。独身者、既婚子

供なし、既婚で子供が小さい、既婚で子供が

独立している等々であった。今後は価値観に

移っていくと考えられる。例えば環境重視等

である。なお、顧客の視点では価値観だけで

なく、TPOが入っているものと考えられる。 

結論として、ビジネスモデルと戦略は分け

て考える二分法を提案する。事業の採算性は

主にビジネスモデルで検証する。戦略は持続
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的な競争優位の構築として考える。戦略は明

らかにして、ビジネスモデルを強化するのに

社員の総力を結集するのに役立てるものであ

る。 

 過去においてブラントは高い品質の証であ

った。しかし、これからは消費者の価値観と

企業が提供する価値に含まれる価値観がシン

クロしたものになる。企業の価値観は、それ

に対してどの程度努力したかがブランドにな

り、それは消費者によって常にチェックされ

る。 
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１．はじめに 

 

筆者は学生服メーカーに勤務する企業内診

断士である。商品開発業務、販促業務を経て、

現在は、全国の制服販売店の店頭支援全般を行

っている。制服販売店は人口の多い地域では制

服専門店としての業態が多いが、市場規模の小

さい市町村では洋品雑貨店のようなパパママ

ショップが取り扱っている場合が多い。子供服、

文房具、化粧品、寝具など様々なジャンルの商

材と一緒に販売しているいわゆる複合店であ

る。多種多様な課題を抱えた小売店に対して

様々な店頭支援活動をおこなっているが、今回

は VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）を

中心とした売場作りについて述べたいと思う。 

 

２．販売小売店を取り巻く環境 

 

小売りにおいて EC 市場は右肩上がりで年々

拡大を続けている。経済産業省の調査によると、

BtoCの EC市場は 2018年から 2019年の 1年だ

けを見ても伸び率 7.65％と非常に成長してい

る。物販計分野においてはさらに高く 8.09％

の伸び率となっている。 

図表：2-1 BtoC-EC市場規模および各分野の

構成比率 

 

出所：令和 2年 7月 経済産業省 商務情報政策

局 情報経済課 電子商取引に関する市場調査

より抜粋 

 

2020 年新型コロナウイルスの感染拡大前後

での消費者の EC・実店舗の利用動向調査によ

ると、実店舗の利用頻度が減少する一方で、EC

利用の増加が顕著になっている。このデータは

2020 年 3 月 11 日～12 日のものであるが with

コロナが続いている現在、更にこの傾向が進ん

でいることは想像に難くない。 

図表：2-2 EC・実店舗の利用動向調査 

 

　頻度

　非常に増えた 3.8 ％ 0.7 ％

　どちらかというと増えた 15.3 ％ 3.7 ％

　変わらない 75.3 ％ 64.4 ％

　どちらかというと減った 4.2 ％ 23.6 ％

　非常に減った 1.4 ％ 8.7 ％

店舗での購入ＥＣでの購入

 

実店舗は「売場」から「快場」へ 

ＶＭＤの導入で店頭品質を上げよう 

 

 中小企業診断士  三宅 裕子 
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また、実店舗に行かなくなった理由は「店員の

接客が面倒」「レジに並ぶのが面倒」「実店舗へ行

くこと自体が面倒」であるといった回答が多くみ

られた。 

出所：2020 年 3 月 11 日〜12 日に（株）いつ

も．が実施したアンケート。20 代〜60 代の各

代男女約 100 名ずつ、合計 1,036 人による回

答より抜粋 

 

全国の商店街がシャッター通りといわれる

ようになって久しいが、ECの拡大、店舗存続の

ため後継者不足など現在の販売店を取り巻く

環境はますます厳しいものになっている。 

 

 

３．「売場」から「快場」へ 

 

わざわざパソコンを開かなくてもスマホひ

とつで快適に買い物ができる時代、実店舗は

「わざわざ買いに行く」に値する価値を磨かな

ければならなくなってきた。 

売場という言い方は文字通り「店やメーカー

が売る場」。主語が売り手側である。百貨店な

どでは売場は「お客様がお買い物をする場」と

いう考えから、「お客様が買やすい場＝お買場」

と呼んでいることが多い。しかし便利で買いや

すいだけでは、スマホひとつで 24 時間どこに

いても買物ができるネットショップの利便性

には太刀打ちできない。そこで、実店舗は「顧

客がわざわざ足を運ぶ価値」があることが重要

となってきた。実店舗は「ショッピングが楽し

い売場」で「快い買物体験」ができる「快場」

に進化するべきである。 

 

図表：3-1 売場から快場へ 

前述の㈱いつも．のアンケート調査から消費

者が認識している実店舗ならではの特徴は、

「直接商品に触れる、試せる」72.5%、「その場

で買って、そのまま持ち帰れる」53.5%、「家族

や友人と一緒に買い物できる」32.3%であった。

実店舗では、実物を目にし、手に取って確認で

きるリアル感や、買い物自体を体験として楽し

むことができる。これは単に物を便利に購入で

きるだけの EC では得られない実店舗ならでは

の価値である。 

ショッピングが楽しい「快場」には楽しさ、
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情報、サプライズ、ハピネスが溢れている。「快

場」での買物体験は「買い物が快い、また来た

い、誰かに教えたい」につながり、持続的な売

上向上に貢献してくれる。この「快場」にする

ためには、後述する VMD のノウハウを活用す

る。 

 

図表：3-2 快場」の要素 

 

 

４．店頭品質の 4 大要素 

 

売店が取り組むべき店頭品質を構成する要

素を分解ると「商品」「告知」「売場」「接客」

４つに分かれる。 

 

＜商品＞ 

・デザイン  ・機能 

・プライス  ・流行性 

・商品構成 etc… 

 

＜告知＞ 

・チラシ  ・DM 

・TVCM    ・情報紙 

・店内 POP   ・ホームページ 

・SNS発信 etc… 

 

＜売場＞ 

・立地 

・ファザード 

・ストアデザイン 

・VP 

・PP 

・IP 

 

＜接客＞ 

・接客話法 ・商品知識 

・クレーム対応 etc… 

 

図表：4-1 店頭品質の 4大要素 

 

どの要素も店頭には欠かせないものである。

そして、店頭品質の 4大要素は掛け算となって

いるのがミソである。例えば、どんなに素晴ら

しい商品を販売していたとしても告知が悪け

れば、そもそもお店の存在自体が知られず集客

できない。また、どんなに綺麗な店を作っても

接客が悪ければ、あっという間に悪い口コミが

立ちお客は遠ざかってしまうだろう。それぞれ

の要素が掛け算になっているので一つでもゼ

ロがあると全てゼロになってしまうのだ。商品

さえ良ければ、接客さえ良ければ売れると安易

に考えるのは危険で、顧客は瞬時に総合的に店

を評価していることを忘れてはならない。 

これらの 4 つの店頭品質の要素をその時期

の販売企画に合わせて展開することで売上向

上につなげる。例えば、「夏の水着フェア」が

販売企画であれば、商品として自店のターゲッ

トに合う水着を仕入れ、水着が入荷したことを

告知する DM を発送し、店内に商品説明の POP

を掲示する。一押しの水着がメインのディスプ

レイの売場を作り、接客対応のために今年の水

着のトレンドや取扱いについての商品説明が

できるようスタッフ教育を行い接客の準備を

する．．．といった具合である。この 4つの要素

VMD 
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をチェックしながら店頭品質向上に取り組む

と、現場でのモレがなくなるので販売企画は成

功しやすくなる。 

 

５．VMD とは 

 

VMDとは和製英語で、ビジュアル・マーチャ

ンダイジングの略である。平たく言えば売りた

いものを顧客に解りやすく見せる技術である。

VMD はアメリカのデパートが発祥と言われて

いる。言語も宗教もさまざまな人種のいるアメ

リカ社会では、商品の価値をお客様に伝えるこ

とが非常に難しい。誰が見ても商品の価値がお

客様に伝わるように顧客視点でビジュアル面

を強化した店作りを行う技術として VMD は発

達してきた。 日本では、90年代に伊勢丹百貨

店がいち早く導入し、他のデパートも追随して

VMD が浸透してきた。そのため VMD＝デパート

のディスプレイ技術といったイメージが強か

ったが、 最近は、業種、品種、店舗を選ばず

店作りの手法として広く導入されるようにな

っている。 

 

図表 5-1 VMDは和製英語 

 

VMD とはコンセプトに基づいた空間デザイ

ンと品揃え、そして商品展開に合わせたディス

プレイと店頭販促すべてを含んだ店舗、売場づ

くりのノウハウである。VMDを導入した売場改

善を実施すると、売場は「快場」に近づくこと

ができる。 

 

＜VMDの定義＞ 

●お客様がわかりやすく選びやすいように

商品を展開し、 

●商品の組合せ方や使い方を心地よくお知

らせすること 

●上記をベースに、時期や売場環境、客層な

どと品揃えを連動させること 

 

６．売場改善の手順 

VMD を取り入れた売場改善の手順は下記の

通りである。 

 

１．立地、店舗大きさ、状態の確認 

２．店舗診断（現状の問題点の抽出） 

３．ショップコンセプトの確認 

（店主の想い確認） 

４．現状の MD分類・・MDの精査 

５．VMD分類の作成・・展開分類 

６．スタッフオペレーションの確認 

７．店舗レイアウト（ゾーニング） 

８．什器レイアウト 

９．IP（棚割り・商品陳列） 

１０．PP（IPの近くのディスプレイ） 

１１．VP（全体テーマのディスプレイ） 

１２．サイン・POP 

 

既存店の売場改善の場合は、まずハードであ

る立地や店舗の大きさ等の制約条件ありきか

らのスタートとなる。床壁天井の施工や、壁を

抜くなどの本格的な改装の場合もあるが、店舗

レイアウト（ゾーニング）の改善や什器の入れ

替え、展示陳列の改善のみなど、大きな経費を

かけなくても売場改善をすることができる。潤

沢に資金のない小規模店舗にこそ VMD 導入は

費用対効果の高い店頭改善手法となる。 

筆者は店舗 VMD案作成の際、商品の陳列、展

示、実際の人まで入れた状態を 3D で設計して

いる。平面図では見落としがちな什器の高低や

オペレーションの確認がしやすいからだ。 
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図表 6-1-VMD実施案は 3Dで確認 

 

また、什器を導入する際は自分たちでの組み

立てを指導している。自分たちで作れば経費も

抑えられ、什器の使い方を覚えられ、店への愛

着も高まるので一石三鳥となる。 

 

図表 6-2- 什器組み立ては DIYで 

 

 

７．おわりに 

 

「売場づくりはセンスがないから苦手だ」と

思われている人も多いが、店づくりはセンスよ

りルールが先である。VMDによる店づくりは手

順とルールを覚えれば、再現性が高く誰にでも

取り組める。VMDを導入し売場の店頭品質を上

げることで、顧客がわざわざ足を運びたくなる

「快場」に進化させることが実店舗には大切で

あると考える。 
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魅せて・買わせる陳列と展示の法則 
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１．はじめに～事業承継の必要性～ 

２．オーナーの判断能力の低下・喪失によるリ

スク 

３．相続発生のリスク 

４．遺言にまつわるリスク 

５．おわりに 

 

１．はじめに～事業承継の必要性～ 

 

事業承継をしないという選択をする場合、法

律上様々なリスクが存在する。 

その場合を想定して、本論稿では、事業承継

をしない場合に発生しうる事態を紹介し、法律

上の様々なリスク等を説明することにより、事

業承継の必要性について法律上の観点から説

明することにしたい。 

 

２．オーナーの判断能力の低下と喪失によ

るリスク 

 

２－１ オーナーの判断能力が低下・喪失する

可能性が存在すること 

 

まず、事業承継をしない場合の法律上のリス

クの一つとして、中小企業のオーナー（中小企

業のオーナー経営者又は中小企業の支配的大

株主）の判断能力が低下又は喪失するというリ

スクが挙げられる。 

人間は、認知症になることもあるし、突然事

故で意識不明の状態となることもある。 

そのように、オーナーの判断能力が低下又は

喪失する場合にどのような事態が生ずるのか

について、以下において記載する。 

 

２－２ 判断能力の低下又は喪失により発生す

る具体的な不都合 

 

(1) オーナーの判断能力が低下又は喪失した

場合、合理的な意思決定に基づく決定は当然困

難となる。そうなった場合に初めて事業承継を

しようとしても、円滑な事業承継はできないの

が通常である。 

具体的には、次のとおりとなる。 

 

(2) まず、オーナーの判断能力が低下又は喪失

した場合の法律上の効果について具体的に説

明する。 

判断能力が低下又は喪失した場合、事実上合

理的な経営が困難となることは容易に想像が

つくところであるが、法律上は判断能力が低下

又は喪失した人間は有効に法律行為をするこ

とができなくなるという結論になる。 

 

(3) すなわち、判断能力が低下又は喪失した者

は、自分名義であっても、不動産を自由に売却

したり賃貸に出したりすることなどもできな

くなるし、預金口座も凍結されてしまい、自由

に入出金ができなくなることになることはよ

く知られたことである。 

 

事業承継をしない場合に発生する法的リスク 

～特に議決権の行使について～ 

中小企業診断士   安原 照美 

 安原法律事務所 弁護士 
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(4) これに加えて、中小企業の代表取締役とし

て、取引先や金融機関と有効な契約を締結する

ことができなくなるという事態が発生する。 

 

(5) そして、会社の経営者として最も致命的な

点としては、株主権の行使もできなくなるとい

うことであろう。すなわち、株主総会で議決権

の有効な行使ができなくなるということであ

る。 

法令上株主総会にて決議しなければならな

い事項は、多数存在する。 

例えば、取締役会設置会社では、①定款変更、

組織再編行為、資本金の額の減少等会社の基礎

に根本的な変動を生ずる事項、②取締役の選

任・解任等に関する事項、③計算書類の承認等、

④全株式譲渡制限会社における募集株式の発

行等、⑤取締役等の報酬等の決定については法

令上必ず株主総会にて定めなければならない

ことになっている。 

そして、中小企業のオーナーの判断能力に問

題が生ずる場合は、そもそも株主総会が成立し

ない可能性も想定されるが、特に株主の議決権

の過半数を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の３分の２以上の賛成により通

常は成立するとされる特別決議が必要とされ

ている議案を成立させることは極めて困難と

なることが想定される。 

 具体的には、事業譲渡、合併・株式交換・株

式移転・会社分割などの組織再編行為等、全株

式譲渡制限会社等における募集株式・新株予約

権の発行等事業承継にとって重要な事項につ

いて、特別決議を成立させることが極めて困難

となるであろう。 

 そのため、中小企業のオーナーの判断能力が

低下又は喪失した場合には、事実上のみならず

法律上会社の経営が立ち行かなくなるといっ

た事態が想定される。 

 

 

２－３ 法定後見制度について 

 

(1) 次に、中小企業のオーナーの判断能力が低

下又は喪失した場合を想定して何らの対処も

していなかった場合、どうするのかについて論

ずる。 

法律上は法定後見の制度を利用せざるをえ

ない。そのため、法定後見制度の利用の不都合

性について以下において述べておこう。 

 

(2) 法定後見制度は、判断能力が低下又は喪失

した場合に、裁判所が成年後見人等を選任して、

判断能力が不十分な人（成年被後見人等）を法

律的に支援する制度である。 

成年後見人等は、成年被後見人等に代わって、

各種財産・支出を管理する者である。ここで管

理される財産としては、本人名義の預貯金口座、

不動産はもちろんのこと会社の株式も含む本

人名義の財産は全てとなる。 

そして、成年後見人等は、積極的に財産を運

用するなどして管理することは許されず、財産

を目減りさせないように消極的に管理するこ

としか許されていないことに留意すべきであ

る。 

 

(3) そして、不動産などの処分の際には、必ず

家庭裁判所の許可が必要とされており、成年被

後見人等の家族等の意向に沿った自由な財産

処分は不可能とされていることにも留意すべ

きである。 

 

(4) ここで、成年後見人は、被後見人である中

小企業オーナーが有する自社株の株主権行使

をできるのかが問題となる。 

この点、成年後見人は、包括的な代理権を有

することから、いわゆる自益権（株主が会社か

ら経済的利益を受ける権利）の行使については、

放置すると成年被後見人の財産が減少するこ

とに繋がることもあり、むしろ積極的に行使す
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るべきであると考えられている。 

一方、いわゆる共益権（議決権及び監督是正

権）のうち、成年後見人による議決権の代理行

使が可能なのか否かが問題となっている。 

結論からいうと、成年後見による代理権の行使

は法律上可能と考えられているが、その妥当性

については関係者と協議して判断するべきで

あると考えられている。 

なぜなら、会社組織の基本事項の変更が、経

営に対して何の専門性もない成年後見の判断

により左右されるわけにはいかないからであ

る。 

したがって、法定後見制度は、成年後見人等

が会社経営を機動的に行うことなどは全く想

定されていないということが指摘できる。 

 

(5) 加えて、選任される成年後見人等は、一応

申立人の方で候補者を推薦することができる

が、家庭裁判所は、それに拘束されることなく

任意に選ぶことができる。仮に家庭裁判所がこ

ちら側の意向に沿わない人間を成年被後見人

等に選任しようとするに至った場合に、それは

困るから成年後見人選任の申立てを取り下げ

て選任させないようにすることも法律上でき

ない。 

そのため、成年後見人等の選任を家庭裁判所

に申し立てた人間の意向に沿わない第三者が

成年後見人等として選任されることも多々あ

る。すなわち、会社経営に全く専門性がない人

間が成年後見人として選任される可能性も大

いに存在するのである。なお、上記のとおり、

法定後見制度は、成年被後見人等が代表取締役

を務める会社経営のための制度設計にはなっ

ていないため、家庭裁判所は、そもそも会社経

営などは全く考慮してくれないことには当然

である。 

 

(6) 以上のとおり、中小企業のオーナーの判断

能力の低下又は喪失により、不都合が発生する。 

２－４ 結論 

 

上記のとおりであるから、中小企業としては、

オーナーが元気なうちに事業承継を行ってお

く必要性、事業承継まで行わなくてもせめて任

意後見制度の利用等、判断能力の低下又は喪失

に備えて対処をしておく必要性がある。 

 

３．相続発生のリスク 

 

３－１ 相続発生により発生する不都合 

 

オーナーが何らの方策も採らない間に、死亡

してしまうことがある。そのような場合、オー

ナーの死亡により相続が発生する。 

その場合、被相続人（オーナー）名義の財産

は、各相続人の共有となるのが判例の考え方で

ある。すなわち、被相続人の財産のうち、金銭

債権その他の可分債権があるときは、その債権

は法律上当然分割されると考えられているが、

それ以外の財産（具体的には、不動産、預貯金、

株式、自動車、現金）については、共有（株式

については準共有）となる。そして、遺産分割

協議が調わない間は、相続人は、自分の持分を

超える部分について単独で名義の変更や賃貸

借契約の締結などできなくなる。 

 

３－２ 株主権の行使の際に発生する不都合 

 

ここで、中小企業の経営にとって最も重要な

株主の地位はどうなるか説明する。株式が準共

有となることによる問題である。 

 

(1) まず、株式を相続した相続人が会社に対し

株主として権利行使するためには、会社法 106

条により、権利行使者として 1 名を選定して、

会社に通知することを要するとされている。 

 

(2) そして、権利行使者の選任方法としては、
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共同相続人が持分の価格に従い、その過半数で

決めることができる。 

 もっとも、この決定は、協議をせずに過半数

の共同相続人だけで権利行使者を指定した場

合、他の事情を踏まえた結果、当該権利行使者

の指定が否定されるリスクがあるため、共同相

続人全員により協議した上で決定した内容を

書面化するべきである。 

 

(3) 一方、権利行使者の選定が各共有者の持分

の価格に従い、その過半数で決せられたとして

も、決議事項に関し共同相続人の意見の調整が

つかない場合がある。 

しかし、この場合、権利行使者の指定及び通

知がなされている場合には、共同相続人の間に

意見の相違があっても、共同相続人との間で何

らかの合意がない場合という条件付きである

が、権利行使者は、自己の判断に基づき議決権

を行使できるとされている。 

そのため、共同相続人の間に意見の相違があ

ったとしても、他の共同相続人に意見に左右さ

れずに、権利行使者は、ひとたび権利行使者に

指定及び通知された以上、自己の判断で議決権

を行使することができることになる。 

 

(4) しかし、権利行使者が共同相続人間の合

意・決定に反して自己の利益のために権利行使

をした場合、権利行使に瑕疵があることを持分

少数者は悪意（そのことを知っていること）の

会社に主張できると解されている。中小企業の

場合、オーナーが死亡すると、代表取締役や株

主総会の議長が共同相続人の一人であること

が多いことからすると、共同相続人の合意や決

定は知っていることが通常であり、共同相続人

間の合意や決定が立証されれば悪意の立証は

容易となるであろう。 

 その結果、共同相続人の合意等に違反した権

利行使者の議決権行使が否定されると、これに

基づく株主総会決議の効力は、取消が可能とな

ると解される。 

 

(5) それでは、株式の共同相続人が権利を行使

する者を定めなかった場合は、株主としての権

利行使はできなくなるのか問題となる。 

 結論を述べると、遺産分割成立前の共同相続

人は、「特段の事情のない限り」、株主として議

決権行使ができないとされている。 

 したがって、共同相続人の間で権利行使者を

定めて会社に通知していない以上、オーナーの

相続人は、当該会社が同意しない限りは、株主

総会での議決権行使が不可能となる。 

 この点、共同相続人の間で権利行使者の指定

及び通知をしていないにもかかわらず、会社が

重要な議案の議決を行い、実行されてしまった

場合にはどうなるか。共同相続人は、当該議決

の効力を争うことができるか問題となる。 

過去を遡ってみると、総会決議不存在確認の訴

えや合併無効の訴えなど実際提起された事案

があるが、裁判所は、各事件における「特段の

事情」を判断して、それらの訴えを提起するこ

とが可能であるかどうか判断している。 

したがって、権利行使者の指定及び通知を欠

く場合であるにもかかわらず、何らかの決議が

なされてしまった場合、会社経営とは無関係の

共同相続人がその効果を争いうるということ

には留意すべきであろう。 

また、権利行使者の指定及び通知を欠く場合

であっても、共同相続人に会計帳簿閲覧謄写請

求を認めた事案があるから、その点も留意され

たい。 

 

(6) ここで、会社解散、重要な事業譲渡、組織

再編等株式の処分又は株式内容の変更を伴う

総会議案の議決権行使については、持分の過半

数で決することはできず、準共有者の全員の同

意、すなわち、共同相続人全員の同意が必要と

されているから、注意するべきである。 
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(7) 以上のとおり、オーナーが何らの対応をせ

ずに死亡して相続が発生してしまうと、遺産分

割協議が成立するまでオーナーが有していた

株式の議決権の行使が不可能となる事態が発

生しうる。 

 

３－３ 結論 

 

ここで、相続の紛争について説明すると。相

続は、親族間の紛争であるところ、そうである

がゆえに、ちょっとしたボタンの掛け違いから、

紛争が泥沼化することがよくある。そのため、

共同相続人の間で話し合いがつかず、紛争が長

期化することも多い。 

そのため、会社経営に関わらない共同相続人

にとって、株式の共益権の行使は、格好の交渉

カードとなりうるし、時に嫌がらせ目的による

権利行使の場合もありうる。 

そのような事態を想定して、遺言などの手段

を講じておくことが必要である。 

 

４．遺言にまつわるリスク 

 

４－１ 遺言にまつわる紛争 

 

上記のとおり、何ら対処せずにオーナーが死

亡した場合に発生する相続リスクについて対

処するために、上記でも述べたが、遺言を作成

しておくということが考えられる。 

しかし、遺言の効力も裁判で争われるリスク

があることは忘れてはならない。 

具体的には、遺言無効確認訴訟、遺留分侵害

額請求訴訟が存在する。 

以下において、具体的に述べる。 

 

４－２ 遺言無効確認訴訟 

 

まず、遺言無効確認訴訟とは、遺言自体の無

効であることの確認を求めて訴訟提起し、遺言

の効力を確定させる訴訟である。 

無効原因としては、遺言の方式違反、遺言書

の偽造、錯誤・詐欺、公序良俗違反、遺言能力

の不存在などがある。 

仮に、遺言無効確認訴訟が提起された場合、

遺言が無効であると判断された判決が確定し

た場合には、それまでに既に遺言の内容が実現

していた行為も当然無効となることから、無効

判決が確定する前に行っていた議決権の行使

等が無効となる可能性がある。 

その場合、総会の効力が争われることや不当

利得返還請求、損害賠償請求などもリスクとし

て考えられる。 

以上から、オーナーとしては認知症などに罹

患して判断能力が低下する前に、必ず専門家に

相談して遺言書を作成しておく必要があると

思料する。 

 

４－３ 遺留分侵害額請求 

 

次に、遺留分侵害額請求訴訟とは、遺言等に

より財産を取得した者に帰属した権利のうち、

侵害された遺留分に相当する部分を金銭的に

請求する訴訟である。 

なお、令和元年 7月 1日以前は、遺留分侵害

額請求（当時は遺留分減殺請求）がなされると、

相続財産が共有となるとされていた。そのため、

上記相続発生のリスクで述べたのと同様の議

決権行使時の不都合性が発生していた。しかし、

法改正があり、令和元年 7 月 1日以降は、遺留

分侵害額請求をした者は、遺留分侵害額請求を

された者に対し、金銭債権を有するにすぎなく

なったため、この不都合性は解消され、後は株

式の時価評価の問題となっている。 

もっとも、株式を引き継いだ者は、株価次第

で多額の金銭を支払う必要が発生することか

ら、オーナーとしては後継者に現金を残すよう

に手配しておく必要があることに留意するべ

きである。 
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以上のとおり、遺言にまつわるリスクがある。 

 

５．おわりに 

 

以上が事業承継をしないことの特に議決権

行使に関わる法的リスクである。事業承継はオ

ーナーが元気なうちに検討しておくことが強

く望まれる。 
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１．はじめに 

 

2021 年 6 月下旬、カメラメーカーのニコン

が新製品を発表した。「Zfc」という名のニュー

モデルは、30 年以上昔のフィルムカメラ

「NewFM2」のデザインそのままのクラシックス

タイルで登場した。セットで販売される 28mm

単焦点レンズも、往年のマニュアルフォーカス

レンズの外観を忠実に模しており、多くのオー

ルドニコンファン（ほぼおじさん）から熱狂的

に歓迎されたようだった。 

デザインはクラシックだが中身は最新のデ

ジタルミラーレス一眼カメラである「Zfc」は

想定以上の人気を集め生産が間に合わず納期

遅れのアナウンスが出るほどだった。 

 

直近決算で大幅減収減益を発表し深刻な経

営低迷に直面していたニコンにとって「Zfc」

の予想を超えた人気は、まったくもって干天の

慈雨的製品になったと思う。（これ１機種でど

うにかなるものでもないと思うが） 

ニコンの事業の柱は半導体露光装置などの

精機事業とカメラを中心とする映像事業のふ

たつだが、今回危機の直接原因となったカメラ

事業の低迷原因は「ミラーレス化乗り遅れ」の

一点に集約出来ると思う。 

我々が日頃付き合いのある中小零細企業で

も同じことだが、現在好調な事業が来年以降も

ずっと好調続きとは必ずしも限らないのであ

る。凋落のかすかな予兆に敏感に気付いて有効

な対策を用意出来るかどうかが、企業規模の大

小を問わず経営を傾けないための要諦なのは

言うまでもない。 

 

２．経営危機 

 

ニコンが最近発表した2021年3月期決算は、

ニコンファンの筆者としてもかなりショッキ

ングなものだった。売上高はピークだった 8年

前の 1兆 105億円から半減以下の 4,512億円、

営業損益も大幅赤字の▲562 億円。特にカメラ

部門である映像事業は大不振で、2018 年 3 月

期 3,615 億円あったセグメント売上は 2021 年

3月期に、新型コロナの影響もあって 1,585億

円まで減った。 

 

 

 

 

 

 

 

時には稼ぎ頭の事業を破壊しないといけないこともある 
 

～ニコンの経営危機について考える～ 
 

 中小企業診断士   安原 朋彦 
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図 1 ニコンの売上・営業損益の推移 

（㈱ニコン IR開示情報より） 

 

 

 

 

 

図 2 キャノンの売上・営業損益の推移 

（キャノン㈱ IR開示情報より） 

 

 

 

 

ニコンの経営不振の主原因はカメラ事業で

ある。そしてニコンカメラ事業の不振要因はひ

とことで言うとデジカメ市場全体の縮小だっ

た。 

スマートフォン付属のカメラ機能が急速に

高性能化したことで 2000 年頃から急拡大を続

けていたデジカメ市場は、2008 年をピークに

縮小傾向に転じた。 

 

図 3 国内主要カメラメーカーのデジタルカ

メラ生産台数、生産金額推移 

（社）カメラ映像機器工業会（CIPA）より 

※CIPA：国内主要カメラメーカーによって組織

された業界団体 

 

 

 

 

もうひとつの変化は、レンズ交換式カメラが

「一眼レフ」から「ミラーレス」に移行したこ

とだ。ミラーレスカメラは、当初は小型撮像素

子タイプから登場して徐々に大型素子モデル

でもミラーレス化が進んだ。 

特に最近数年は、スマートフォンカメラとの

差別化の意味もあってミラーレスカメラはよ

り高性能な「フルサイズ」が主力となっている。 

 

図 4 一眼レフカメラとミラーレスカメラ

の生産台数推移 

（社）カメラ映像機器工業会（CIPA）より

 

 

 

 

ニコンのカメラ事業の不振は、フルサイズ高

売上の過半を複写機事業が占めるキャノンは、直近売上

減少は絶対額はともかく減少率はニコンほどではない 

以前から売上減少傾向にあったところにコロナ禍による

市場縮小が追い打ちを掛けた 

2009 年以降デジカメ市場は急速に縮小している 

（一方で最近の製品単価は上昇傾向） 

一眼レフタイプが急速に減少し、相対的にミラーレスが

生き残るかたちになった 
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級機のミラーレス化に乗り遅れたことが主た

る原因であると筆者は考える。この件について

は経営危機が表面化する数年前からカメラ雑

誌や WEB 媒体で評論家やプロカメラマンがた

びたび言及していたことでもある。 

 

３．ニコンの歴史 

 

カメラメーカーのニコンは 1917 年、三菱財

閥の出資により日本光学工業として誕生した。

折しも第一次世界大戦の真最中で、当時光学機

器輸出国であったドイツからの製品輸入が途

絶えたことを受け、軍部の意向もあって軍用光

学兵器の製造を目的に会社が設立されたとい

う。 

その後では第二次世界大戦中の大和型戦艦

46cm 主砲の照準用光学測距儀が同社製品とし

ては特に有名である。 

敗戦後は軍需品から転じて民生品を模索す

る中で必然的にカメラの製造を開始し、他の国

内メーカーと同じく、当初はドイツ製カメラの

模倣品からスタートした。しかしドイツカメラ

の頂点だったライカには敵わず、やがてミラー

ボックスの付いた一眼レフレックスカメラに

転向し 1959 年に名機ニコン F が世に出てニコ

ンの名が世界に轟いた。 

戦艦大和の測距儀や狙撃ライフルの照準器

で鍛えたレンズ技術はアメリカのフォトジャ

ーナリストからも高い評価を得るようになっ

ていた。そのニッコールレンズを装着したニコ

ン F は唯一無二のプロ用一眼レフとしてしば

らくの間業界に君臨する。 

その後ペンタック、キャノン、ミノルタなど

も一眼レフ製品を続々出して 1960 年代以降カ

メラ覇権はドイツから日本に完全に移る。その

頂点にニコンが居た。 

 

４．ステッパー事業 

 

ニコンには戦後からの主力事業であるカメ

ラ部門以外に、1980 年代に着手して大きな柱

になった精機事業部門（半導体露光装置、FPD

露光装置などステッパー製造）がある。ステッ

パー事業は 2000 年頃まではニコンが圧倒的世

界トップシェアを誇っていたが、オランダの新

興企業 ASML が日本以外のアジア圏半導体メー

カー向けに製品販売して急成長したのに対し、

日本国内向けを主力としていたニコンのステ

ッパーは日の丸半導体の凋落とともに急速に

シェアを失った。 

現在、ニコンの精機事業の主力製品は FPD

（液晶パネル）製造露光装置になっており、FPD

露光装置では現状でもニコンが世界シェアの

過半を占めている。 

 

５．ミラーレスカメラ 

 

2008 年をピークに急減し始めたデジタルカ

メラ市場だが、市場縮小はすべてのデジタルカ

メラが同じペースで減ったわけではない。 

最初に大きく減ったのはスマートフォンと

直接バッティングする低価格のコンデジだっ

た。2010 年前後まではデジタル一眼レフはま

だまだ性能的に優位で各メーカーとも当分大

丈夫と思っていたのだろう。 

しかしスマートフォンカメラの高機能化は

関係者の予想よりずっと早く進行した。iPhone

も Android機も、3眼や 4眼のレンズを搭載し、

大型カメラの専売特許だった美しいボケ味も

電子処理でコントロール出来るようになり、大

型撮像素子カメラのアドバンテージはさらに

縮小した。 

そのような中で 2008 年にフォーサーズ陣営

が「ミラーレス」のマイクロフォーサーズ規格

を発表した。 

ミラーレスは独自の一眼レフスタイルで製

品展開していたオリンパス・パナソニックを中

心とするフォーサーズ陣営が提唱した新しい
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カメラメカニズムだった。 

フォーサーズ用撮像素子はフルサイズ規格

より寸法比半分と小さく、熱発生が少ないため

熱暴走しにくいため背面液晶での「ライブビュ

ー」を世界で初めて実現していた。 

また大口径レンズでの本格動画撮影も「マイ

クロフォーサーズ」規格の将来目的として考え

られていたと思われる。背景にはビデオカメラ

を長年手掛けてきたパナソニックの経験値も

大きかったのだろう。 

フォーサーズ陣営のミラーレス化というま

だよく分からない流れにフォーサーズ以外か

らいち早く追随したのがソニーだった。 

ソニーはミラーレス参入に当たってフォー

サーズより一回り大きい APS-C サイズ用に新

しい「E マウント」を開発し 2010 年からこの

市場に参入する。当時のソニーはコニカミノル

タから引き継いだ一眼レフがキャノン、ニコン

の牙城を崩せずに苦しんでいたようにも見え

た。 

ソニーに続いて 2012 年には 2 月に富士フィ

ルム、9月にキャノンが APS-Cミラーレス機を

発売した。 

 

６．フルサイズミラーレス機の登場 

 

潮目が大きく変わったのは、ソニーが APS-C

専用に開発したと思われる小口径 E マウント

でフルサイズミラーレスを出した時だ。 

現在のシリーズにも続いているフルサイズ

機α7 とα7R が登場したのは 2013 年 11 月 15

日のことだった。 

ソニーのフルサイズミラーレスの登場を受

けて業界関係者の脳裏に激震が走ったと想像

される。 

ニコンも 2011 年、ミラーレスカメラの「ニ

コン１」シリーズを発売していた。ただしニコ

ン１の素子サイズはフォーサーズよりさらに

小さい 1インチだった。ニコン１シリーズはニ

コンのドル箱だった既存の一眼レフ機とバッ

ティングしないように「おそるおそる」出され

た製品であることは明らかだった。 

一眼レフ業界の 2 大巨頭だったキャノンと

ニコンはカメラ市場が縮小する中でも大きな

シェアを維持しており利益は確保していた。し

かしシェアの小さい他メーカーはただでさえ

縮小するレンズ交換カメラ市場に翻弄されオ

リンパスを初め多くが赤字体質で苦しんでい

た。 

この逆境の中 2013 年に出たソニーのα7 シ

リーズは毎年のように新モデルを繰り出し、ミ

ラーレスの小型かつ高性能という強みに磨き

をかけ一定の支持層を固めつつあった。 

 

７．乗り遅れの理由 

 

ニコンの一眼レフ製品は 2018 年 9 月に久々

の大ヒットとなった高級機 D850 が出て以降新

製品の出ない期間が 2年以上続いた。ミラーレ

スのニコン 1 シリーズも 2015 年に出た「J5」

を最後に動きが止まった。 

2015年から 2016年頃に、ニコンでもフルサ

イズミラーレスの開発が始まったものと想像

される。 

そして 2018 年 8 月、新開発大口径マウント

を引っさげてニコンのフルサイズミラーレス

機「Z7」と「Z6」がやっと発売される。ライバ

ル・キャノンもひと月遅れの同年 9 月に「EOS 

R」で新規参入。ソニーに遅れること 5 年、同

時にフルサイズミラーレスに参入したニコン

とキャノンだったが、その後の展開は明暗が分

かれた。 

個々の製品の性能やラインナップでは両者

とも大差なかったと思われるが、ニコンより企

業規模が大きく経営的余力もあるキャノンは

営業力を駆使し、2年ほどの間にソニーのシェ

アに肉薄する。一方のニコンは経営的余裕が無

かったのかなかなかシェアを伸ばせない。 
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結果論ではあるが、ニコンはもっと早い段階

でフルサイズミラーレスに経営リソースを全

振りするべきだった。それで一時的に一眼レフ

の利益が無くなったかもしれないが、一眼レフ

の余命の目測を誤ったのは、リソースに乏しい

ニコンとしては痛かったと思う。 

一眼レフ製品としてはオリンピックイヤー

の 2020 年に出たプロ用機「D6」が今のところ

最後の一眼レフ機であるが、本来なら D6 は途

中止めにしてでもミラーレスに全力を集中す

べきだったのだと思う。 

一眼レフ市場でキャノン、ニコンに敵わない

ことを早々悟ったソニーは 2010 年前後に同様

の決断が出来た。ミラーレスに集中することで

カメラ市場が縮小する中、ソニーは魔法のよう

な鮮やかさでフルサイズミラーレス市場トッ

プの座をいつの間にか獲得していた。 

 

アナログレコードがいつの間にか CD に駆逐

されたように、一眼レフがミラーレス機に取っ

て代わられようとしている。このことは多くの

人がかなり早い段階で予想していたのである。 

ニコン経営陣は状況をより冷静に分析する

ことで、もっと早い段階に一眼レフを捨ててミ

ラーレスに移行するしか生き残る道のないこ

とは見えたはずなのである。 

しかしソニーと違ってニコンの一眼レフは

それなりに利益が出ていて、また伝統の Fマウ

ントレンズは過去に膨大な本数が販売され、今

も多くが顧客の手元にあって現役で使われて

いる。一眼レフを捨てることは今までのニコン

ファンを切り捨てることを意味した。 

そのような過去の資産がニコン経営陣決断

を鈍らせたものと思われる。そして一眼レフは

製品としての寿命を迎え、ニコンの業績悪化が

一気に表面化することになる。 

 

８．ニコンの今後を勝手に考える 

 

ニコンは直近決算で売上急落し営業赤字に

転落したとはいうものの、自己資本比率は依然

50%超の高水準を維持、手元流動性も十分でた

だちに倒産や身売りのような状況になること

はないのだろう。しかもバックには三菱グルー

プが控えていていざとなったらそちら方面か

らの支援もある。 

しかし今の状況は、特にカメラ事業は存亡の

危機と言ってよいで、抜本的な対策が必要なの

である。 

ではどうすれば良いのか。 

カメラ事業に絞って考えてみる。 

スマートフォン普及の煽りを食ってデジカ

メ業界が衰退したのは現実の話であるが、見方

を変えると写真撮影装置としてのデジカメ市

場は縮小したが写真を撮る文化はスマートフ

ォンにより裾野が急拡大している。 

かつての「写ルンです」が、それまでカメラ

に無縁だった女子高生たちに写真撮影の楽し

さに気付かせる起爆剤になった歴史を思い出

すべきだと思う。 

今は世界中の老若男女がスマートフォンを

手に気軽に写真撮影出来る状況にある。そのよ

うに撮影されたデジタル写真はフィルム現像

の費用も待ち時間もなく、プリンターで印刷す

る必要すらない。SNSに貼り付ければ友達同士

で気軽に見せ合いっこ出来る。 

現在のこのような状況は写真文化における

大革命だと思う。 

ニコンとしては、世の中に広がった写真文化

の時流に最大限乗っかることに注力すべきだ

と思う。 

ひとつ参考になると思うのはアクションカ

メラの GoProである。GoPro は少し前からサブ

スクリプションサービスで容量無制限のスト

レージ提供を行っている。サブスク会員になる

と年会費 6千円で撮影動画データ（静止画デー

タも）を容量上限無しにアップロード・保存出

来る。サブスクユーザーはデータを保存するデ



- 72 - 

 

ィスク容量の心配をせず動画撮影に専念出来

るのである。直近発売の GoProカメラは充電ケ

ーブルに繋ぐと自動的にクラウドストレージ

にデータアップロードする機能が標準装備で

ある。ユーザーは撮影データの保存作業をいち

いち意識する必要すら無い。 

 

ニコンでもクラウドサービスはやっている。

キャノンもソニーもオリンパスもどこもやっ

ているサービスである。 

しかし GoProサブスクが実現したような「デ

ータ保存容量の心配を解決する」というような

決定的要素に欠けていると思う。 

GoPro のサブスクは一度使うと抜けられな

くなるほど便利であるが、それに比べると今の

ニコンのクラウドには食指が動かない。 

 

技術的に可能かどうかはともかくだが、例え

ば AI を使ってクラウドに保存したユーザーの

写真にアドバイスをするようなサービスが出

来ればいいのにと思う。 

わざわざニコンのカメラを選んで使うよう

な人たちは「写真が上手くなりたい」という気

持ちをどこかに持って日々カメラを構えてい

るのに違いない。そんな写真向上意欲のあるユ

ーザーに対して、構図や露出やピント位置など

について的確に助言出来ると良いと思う。また

ユーザーの写真をトリミングして構図を整え

る、RAW現像のやり方を何通りか提示してアド

バイスするとかも良いと思う。 

それでニコンのクラウドの AI のアドバイス

を聞いているうちにだんだん写真の腕が上が

っていくとか。どうせならそれくらいやって欲

しい。 

 

９．おわりに 

 

たぶん人類の写真文化（動画文化も含む）は、

この先も縮小に転じることは無い。 

それどころか、ひょっとしたら 1日の行動記

録を切れ目なく映像データに残したり、ドロー

ンカメラが勝手に飛び回って自分を撮ってく

れたり、想像以上のことも始まるかもしれない。 

従来の精密機械としてのカメラ市場は相当

に縮まるかもしれないが、写真や動画を楽しむ

文化・習慣は今後も拡大するに違いないのであ

る。 

ニコンは写真撮影用の精密機械を製造する

だけの会社から脱皮する必要がある。今一度事

業領域の定義をやり直して製品サービスのあ

り方を練り直すべきだ。 

そしてニコンが写真文化に関するサービス

提供企業として収益を上げるのに、過去 100年

間に築き上げて来た質実な企業ブランドはか

なり役に立つと思うのである。 

そんな大転換を迎えるに当たって、今回のカ

メラ事業の危機は改革に本気で取り組むため

の良い機会であるようにも思われる。 

 

危機の予兆に気が付いたけれど「まあなんと

かなるんじゃないか」とつい楽観し、惰性に身

を任せることは、ありがちなことだ。 

しかし現実は常に厳しい。 

例え祖業であろうと、愛着や思い入れのある

製品だろうと、バッサリ切り捨てて新しいもの

に乗り換えないといけない時は時々あるので

ある。 

今後しばらくニコンの動向に注目していき

たい。 
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１．はじめに 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、新し

い生活様式を余儀なくされている。コロナ禍の

影響を私塾業界はどのように受け、今後どのよ

うに外部環境に対応していくべきかについて

考察する。2章では、教育を受ける世代は彼ら

の親世代とどう異なるかについて述べた。3章

では私塾業界におけるコロナの影響について、

4 章では今後私塾業界はどのように業態を変

化させるべきかについて考察した。 

 

２．デジタルネイティブ世代の特徴 

 

２－１ デジタルネイティブ世代とは 

 

デジタルネイティブという世代が登場した。

彼らの最大の特徴は、生まれながらにデジタル

メディアに囲まれて育った世代ということだ。

彼らはデジタルテクノロジーを、まるでビデオ

やトースターを扱うように、いとも簡単に使い

こなす。 

デジタルネイティブ世代は、最初のグローバ

ルな、世代であり、今までの世代よりも、賢く、

俊敏であり、多様性を受け入れている。ネット

世代の行動基準について、アメリカのシンクタ

ンク兼戦略コンサルタント会社エンジェネラ

会長のドン・タプスコットは以下のようにのべ

ている。 

ネット世代は自由を評価する。自分がなりた

い人物になり、選択の自由があることを評価す

る。あらゆるものたとえば、自分の職業すらも

カスタマイズしたがる。懐疑的になることを学

んでおり、メディアで見聞きしたあらゆるもの

を精査しようとする。ネット世代は誠実性を評

価する。正直であり、思いやりがあり、透明性

が高く、自らの信念に背かないことを評価する。

職業においても、そして、友人とのコラボレー

ションを得意とする。そして、イノベーション

を好む。 

スピードと自由を得て新たな力を得た若者

たちは、現代に最適化された自己の能力を使っ

てあらゆる制度を変革し始めている。職場、市

場、政治、教、そして、社会生活の基本単位で

ある家庭を、コントロールの文化から可能性の

文化へと置き換えている。 

 

２－２ 虫けら程度の注意力しかないのか 

 

今の子供は、複数のソフトを同時に動かして

いろいろな作業を並行して行う。いわゆるマル

チタスク処理をするため注意力が散漫だとよ

 

 

コロナ禍で求められる私塾業界の対応力 
 

〜デジタルネイティブ世代に対する私塾業界のアプローチ〜 
 

 中小企業診断士   山口 大輔 
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くいわれる。今の子供は、虫けら程度の注意力

しかないと嘆く声もある。この指摘に対して、

タプスコット氏はインターネットのように複

数の情報源に接することで、子供は注意力を失

うのではなく、かえって伸ばしていると考えら

れる。 

そして、子供達がデジタルメディアを活用す

る意義において以下のように べている。 

デジタルメディアを活用することで、子供は

難しい宿題をこなしたりするとき、不確かな情

報を無視し、役に立つ情報に集中することがで

きる。 集中力に不可欠なのは、順応性と計画

性、すなわち状況に応じて必要とされることに

注意力を 順応させる能力と、目標に向けて注

意力を分散する能力である。 

情報の検索、閲覧、応答など、オンラインで

の活動は高度な知的活動である。本を読む機会

が少なくなっているという指摘もあるが、デジ

タルネイティブ世代はオンラインで小説を読

んでいる。オンラインでの読書は読んだ内容を

批判的に見る必要があり、嘘の情報を見抜けな

ければならない。デジタルネイティブ世代は

様々な能力をオンラインで身につけている。 

 

２－３ デジタルネット世代と親世代の考える教

育観 

 

 ネット世代の多くはテクノロジーを活用し

て、 親の世代よりも賢くなっている。デジタ

ルの世界で育ってきたことにより、ネット世代

は情報のスキャンや 迅速な意識の切り替えな

どの精神的スキルを身につけている。これらの

スキルは今日の情報過剰状態に対応するため

必要なものである。ベビーブーマー世代の教師

には彼らの特徴が注意散漫のように思えるか

もしれない。しかしそれは、授業のペースの遅

さ、そして、授業の内容そのものにネット世代

の学生が退屈しているからということではな

いだろうか。 

教育の形態は生まれた年代によって大きく

変化している。1800 年代の前半では教育指導

は、少なくともペースと水準に関しては、必然

的に個別化されていた。しかし、1800 年代後

半になると、学校は生徒数の増加から標準化を

余儀なくされ、指導方法は一変した。学年を設

け、教師が同じ学習能力を持つ生徒に集中すれ

ば、教室の全生徒に「同じ科目を、同じ方法で、

同じペースで」教えることができる。この標準

化の支持者の大半が、産業国家アメリカに出現

した効率的な工場システムから着想を得てい

た。 

しかし、教師が一方的に画一的な授業をおこ

なう支配的な教育モデルは過去の工業時代に

向けに設計されたものである。大量生産経済の

時代においては適切であったが、ネット世代の

思考体系には対応できていない。また、タプス

コット氏はデジタルネイティブ世代が考える

教育について以下のように べている。ネット

世代の自由の追求は教育も変革している。彼ら

は、世界中の知識に用意にアクセスすることが

できる。よって、学習は好きな時に好きな場所

で行われるべきなのだ。決められた時間と場所

で平凡な授業を受動的に聞くというやり方は

まったく意味がないと言わないまでも、ずいぶ

んと旧態依然としたものになっている。 

デジタルネイティブと彼らの親世代とでは、

情報の分析の仕方が異なっている。というのも

新しいメディアによって学習方法の将来が一

気に開けたからだ。それは、「発見」と「参加」

に基づく学習である。新しい世代とデジタルメ

ディアが手を結べば、教育の内容の考え方も変

更を迫られるにちがいない。また、環境の変化

として新型コロナウイルスの影響から新しい

生活様式を余儀なくされ、オンラインによる授

業が加速した。次章で私塾業界においての事業

環境の変化について考察する。 
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３．コロナ禍における私塾業界の現状 

 

３－１ 私塾業界の推移 

 

 

https://www.ichiyoshi.co.jp/topic/kabuto253より引用 

 

少子化が加速する中、新型コロナウイルスの

感染が広がる前の2019年までは私塾業界の売

上高と受講生の数は微増傾向にあった。少子化

により在学者数が減っていく中、子供が少ない

からこそ、子供も1人あたりに対する教育費の

上昇が背景にあった。とくに2010年頃から大人

数の集団授業から個別指導向けの塾が人気を

集めていた。中には「個への対応」をセールス

ポイントに掲げる塾も存在していた。 

 

３－２ コロナウイルス感染拡大による私塾 

 

業界の影響 

2020 年の新型コロナウイルス感染拡大に伴

い、公教育の休校が始まると、私塾に対しての

通塾の足も遠ざかっていった。1回目の緊急事

態宣言後からは、少しずつ通塾する生徒も増え

てきたものの、教室の収容人数を制限せざるお

えない状況となった。そうすると、１回の講師

が担当できる生徒数も制限され、授業料に対す

る講師の人件費の割合を高めざるおえない状

況となった。そもそも収容人数が少ない教室で

は、集団で授業を行うことができず、個別指導

に近い指導を行わざるおえない状況となった。 

 特に大学生のアルバイトを中心に運営する

教室では、アルバイトのコマ数を増やし三密を

回避すればするほど、限界利益が圧縮される結

果となった。そのため、毎月の固定費を回収す

ることが難しくなり、今後集客の見込めない教

室が閉校せざるおえない状況となっていった。 

 

https://www.ichiyoshi.co.jp/topic/kabuto253より引用 

 

４．After コロナ、With コロナを見据えて私

塾経営に今求められること 

 

４－１ 集団授業からの脱却 

 

2章で述べたように、現在の生徒は親の世代

よりも情報に自らアクセスする手段を用いて

いる。web環境のインフラが整ったことにより、

彼らは自ら検索することや、動画での学習も容

易にこなすことができる。彼らは集団的で画一

的な授業よりも自分のペースでどんどん学習

できる環境を望んでいる。 

 また、3章で述べたように、コロナ禍の状況

の中、集団で授業を行うこと自体が制限されて

いるため、個別で学習する機会が増えた。 

 以上の外部要因を加味し、従来の画一的な集

団授業からの脱却を私塾業界では求められて

いることは自明である。 

 

 

https://www.ichiyoshi.co.jp/topic/kabuto253
https://www.ichiyoshi.co.jp/topic/kabuto253
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４－２ 私塾業界も業態変化が必要 

 

従来の集団授業を因数分解すると、以下の学

習サイクルとなる。 

 

（1）インプット 

新しい単元に対して、講師が導入の話を行

い、板書を描きながら、生徒達の理解を深め

ていく。定期テストにでる内容や受験でどの

形式ででるかをテクニック的な点も含めて

指導していく。 

 

（2）アウトプット 

集団授業で伝えた内容を、宿題テキストあ

るいはプリントを用いて、次の授業までの課

題を示し、指示を与える。または次回の授業

開始時に小テストを行わせる。 

 

（3）習熟度の確認 

上記の小テストや単元ごとに行う模擬テ

ストを行い、その結果を採点する。講師はテ

ストの結果を踏まえて、次のクラスでの授業

の進め方を模索する。 

 

 上記の 3つの学習サイクルを分業化し、どこ

に人的リソースを投入するかが私塾経営にお

いて大切になってくる。換言すれば、何を行い、

何を行わないかを決めることが大切であると

私は考える。 

具体的には(1)のインプットにおいては、オ

ンライン学習に任せるのも 1 つであると考え

られる。特に映像授業では、内容の深さや速度

を生徒の学習能力に応じて対応することがで

きる。中途半端な講師が、授業を行い生徒の時

間を無駄にするよりは、授業を一流の講師に任

せるのも大切であると考える。 

 一方で、(2)のアウトプットと(3)の習熟度の

確認につては、現場の担当者が重要になると考

える。担当者が生徒との面談を通じて目標を共

有し、計画を立て、いつまでに何をやらなけれ

ばならないかリアル面談で確認することが大

切である。また、テストの結果に応じて、今後

どのように改善すべきかを一緒に考えること

が大切である。1人ではサボってしまうが、一

緒に目標に向けて考えてくれる人がいるだけ

で、学習に対するコミット力（やりきる力）は

向上すると考えた。面談による１つ１つの積み

重ねが、オンラインではできない提供サービス

であり、今後私塾業界で求められる能力ではな

いかと私は考えた。画一的な知識を伝える商品

を業態転換し、生徒の志望校合格をサポートす

る位置付けに特化しそこを自塾のセールスポ

イントに持っていけられるかが、今後の私塾運

営では大切であると私は考える。 

 

５．終わりに 

 

新しい生活様式を余儀なくされて 1 年と半

年が経過しようとしている。（2021年 7月現在）

連日ニュースでは飲食店や大規模施設あるい

はイベント関連が報道されている。あまり報道

されない私塾業界について、新卒から 7年間お

世話になった経験も踏まえ、コロナ禍において

どうすべきかを軸に筆を取った。コロナ前から

求められていたこと、コロナによって加速した

ニーズを中心に書き上げた。塾業界の現場から

今は離れているが、塾講師で求められていた

「プレゼン力」「面談力」「テストの分析力」は

診断士でも活かすことができるのではないか

と仮説を立てた。それぞれ「セミナーでの表現

力」「事業主に対しての傾聴力」「事業計画書の

分析力」に置き換えられると私は考えている。 

上記の仮説が正しいかどうか、今後診断士の仕

事をしていく中で仮説検証していきたいと思

う。 
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